
清
代
新
彊
に
お
け
る
玉
石
問
題

佐

伯

富

’

0

【
要
約
】
　
満
洲
建
暦
に
そ
の
権
貴
の
官
僚
は
避
難
後
百
年
忌
た
つ
と
、
漢
人
と
変
ら
ぬ
贅
沢
な
文
化
生
活
を
享
楽
す
る
。
こ
こ
か
ら
経
済
的
に
窮
し
、
そ

の
地
位
を
利
用
し
て
諸
種
の
疑
獄
事
件
を
惹
起
し
た
。
高
館
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
欽
差
大
漁
と
し
て
新
彊
に
派
遣
さ
れ
る
と
、
密
売
を
禁
止
さ
れ

て
い
た
葉
爾
莞
の
玉
を
密
売
し
て
巨
利
を
博
そ
う
と
し
た
。
こ
の
事
件
に
は
有
力
な
官
僚
、
郷
紳
や
現
地
回
族
の
有
力
者
等
多
数
の
老
が
加
わ
っ
て
い
た
。

更
に
注
目
す
べ
き
は
、
清
朝
財
政
に
重
要
な
関
係
を
も
つ
山
西
商
人
も
参
画
し
て
い
た
。
こ
の
密
売
の
計
圓
や
運
営
に
は
高
僕
の
最
も
信
頼
す
る
家
人
が

こ
れ
に
嘉
っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
葉
蘭
莞
の
玉
石
の
密
売
事
件
を
通
し
て
、
中
国
近
世
の
士
大
夫
の
経
済
生
活
を
支
え
て
い
た
背
景
を
探
ろ
う
と
し
て
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
五
三
巻
五
号
　
一
九
七
〇
年
九
月

清代新開における玉石問題（佐伯）

一
、
は
　
し
　
が
　
き

『
礼
記
』
腰
髄
第
四
八
に

子
貢
問
於
孔
子
臓
。
敢
問
君
子
貴
玉
而
淺
二
者
何
也
。

多
与
。

為
玉
之
寡
而
砥
之

と
見
え
、
子
貢
が
孔
子
に
、
蚕
糞
が
玉
を
貴
び
、
礪
を
回
視
す
る
の

は
、
何
故
で
あ
る
か
、
玉
が
少
く
て
礪
が
多
い
た
め
で
あ
る
か
と
、

質
問
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
孔
子
は
、
そ
う
で
は
な
い
、
君

子
は
徳
を
玉
に
比
し
た
か
ら
で
あ
る
と
、
倫
理
的
な
説
明
を
加
え
て

い
る
。
今
こ
こ
で
は
倫
理
的
な
解
釈
は
問
題
で
な
い
。
古
代
に
お

い
て
玉
が
君
子
に
貴
ば
れ
て
い
た
こ
と
さ
え
分
れ
ば
充
分
で
あ
る
。

『
左
伝
』
嚢
公
十
五
年
差
条
に
も

　
宋
人
或
得
玉
。
献
諸
子
軍
。
子
牢
弗
受
。
献
玉
者
日
。
以
示
玉
人
。
玉
人

　
以
為
宝
也
。
故
敢
献
之
。
子
箒
日
。
我
以
不
食
為
宝
。
爾
以
玉
為
宝
。
若
．

　
以
与
我
。
皆
喪
宝
也
。
不
若
人
膚
其
宝
。

と
あ
り
、
聖
人
の
玉
に
関
す
る
物
語
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
宋
人
が
玉
を
得
、
こ
れ
を
子
牢
に
献
上
し
た
が
、
子
星
は
こ
れ
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を
受
け
な
い
。
玉
を
献
ず
る
者
が
い
う
に
．
こ
れ
を
玉
造
り
の
玉
人

に
示
し
た
と
こ
ろ
、
玉
人
は
宝
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
の

で
、
献
上
し
た
と
。
子
窄
は
、
自
分
は
貧
ら
な
い
こ
と
が
宝
だ
と
思

う
。
も
し
貴
方
が
そ
の
玉
を
私
に
下
さ
る
な
ら
、
両
方
が
宝
を
嚢
う

こ
と
に
な
る
。
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宝
を
失
わ
な
い
方
が
よ
い
で
は

な
い
か
、
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
玉
が
当
時
の
社

会
に
お
い
て
貴
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
子
器
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
よ
う
に
、
玉
は
中
国
内
地
に
は
あ
ま
り
、
産
し
な
い
の
で
、
数

量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
輸
入
晶
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い
う
に
、
西
域
つ
ま
り
今
日

の
新
彊
省
あ
た
り
か
ら
運
ば
れ
て
来
た
。
西
域
諸
国
か
ら
玉
を
貢
し

た
と
い
う
記
載
が
し
ば
し
ば
文
献
に
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
産
地
は

今
も
古
も
あ
ま
り
変
化
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
玉
の

産
地
に
つ
い
て
は
、
　
『
清
稗
類
砂
』
巻
八
八
「
新
彊
鉱
産
」
の
条
に

　
如
葉
城
之
下
北
岱
山
。
和
關
毘
蜂
芝
山
之
玉
河
。
帰
着
之
大
小
胡
麻
地
。

　
干
閾
之
闘
子
玉
山
。
皆
産
玉
葛
也
。

と
見
え
る
。
・
葉
張
は
清
代
の
拶
車
州
く
錠
冨
盈
、
洛
浦
は
和
關
州

で
あ
る
。
つ
ま
り
酒
毒
、
和
關
麟
び
。
β
昌
が
古
来
、
玉
の
産
地
と

し
て
有
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
は
こ
の
玉
を
入
手
す
る
た

め
に
い
ろ
い
ろ
と
苦
心
を
し
た
。
宋
代
に
は
磁
器
が
発
達
す
る
が
臥

そ
れ
は
玉
の
模
造
品
を
造
ろ
う
と
す
る
夢
が
、
実
現
し
た
も
の
で
あ

る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

」
宋
代
に
い
わ
ゆ
る
士
大
夫
な
る
考
が
出
現
し
、
文
房
具
そ
の
他
に

贅
沢
な
用
具
が
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
玉
に
対
す
る
士
大
夫

の
執
着
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
清
朝
ま
で

そ
の
ま
ま
続
く
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
、
玉
石
問
題
も
士

大
夫
、
あ
る
い
は
富
豪
の
著
修
生
活
と
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
士
大
夫
や
富
豪
の
譜

面
生
活
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
一
体
、
士
大
夫
と
は
何
か
と
い
う
に
、
文
化
的
に
は
読
書
人
、
政

治
的
に
は
官
僚
、
経
済
的
に
は
地
主
資
本
家
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

位
一
体
の
新
貴
族
階
級
で
み
る
と
い
わ
れ
る
。
私
は
か
ね
て
か
ら
こ

の
士
大
夫
階
級
の
経
済
的
地
盤
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
。
も
う
少
し

具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
士
大
夫
の
田
地
や
資
本
は
い
か
に
運
営
さ

れ
て
い
た
か
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
者
に
委
託
し
て
利
潤
を
収
得
し

て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
務
を
担
当
し
て
い
た
の
が

家
人
（
家
丁
）
で
あ
る
。
清
汁
の
有
力
な
官
僚
や
軍
人
の
う
ち
に
は
、

数
嘉
名
か
ら
干
名
に
も
上
る
家
人
を
擁
す
る
者
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
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清代新彊における玉石問題（佐伯）

役
房
の
事
務
を
も
担
当
す
る
が
、
役
所
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
者
が

い
る
。
彼
等
の
事
務
を
援
助
し
、
か
た
わ
ら
彼
等
を
監
督
す
る
に
し

て
も
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
家
人
は
必
要
で
な
い
。
そ
れ
で
は
何
の
た

め
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
家
人
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
士

大
夫
の
土
地
や
資
本
を
管
理
し
、
そ
れ
ら
を
各
種
の
事
業
に
投
資
し
、

利
潤
を
う
る
た
め
に
活
躍
し
た
の
が
家
人
で
あ
る
。
い
わ
ば
士
大
夫

の
経
済
面
の
裏
方
を
つ
と
め
た
の
が
家
人
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
多

数
の
家
人
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
家
人
に
つ
い
て
は
曾
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
文
を
草
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
近
い
う
ち
に
総
括
し
た
研
究
を

発
表
し
た
い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
止
め
て
お
く
。

　
本
稿
で
は
新
彊
の
葉
爾
莞
に
欽
差
さ
れ
た
高
僕
の
家
人
が
、
玉
石

の
私
販
に
際
し
て
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
を
具
体
的
に
ト

レ
ー
ス
し
、
家
人
研
究
の
た
め
の
事
例
を
提
示
し
て
、
家
人
の
性
格

の
一
斑
を
明
ら
か
に
し
、
併
せ
て
清
代
士
大
壁
の
経
済
的
基
盤
の
一

端
を
究
明
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
、
玉
石
問
題
の
梗
概

　
清
代
に
お
け
る
玉
石
問
題
と
は
正
白
旗
満
洲
副
都
統
の
高
歯
が
新

彊
省
の
葉
馬
煙
に
欽
差
大
黒
と
し
て
駐
在
し
て
辮
漉
し
て
い
た
時
、

園
人
三
千
人
を
強
制
的
に
、
城
を
去
る
四
百
露
里
の
懸
垂
岱
山
に
派

遣
し
て
玉
石
を
私
漉
せ
し
め
、
蘇
州
の
商
人
そ
の
他
と
結
託
し
て
箇

画
し
、
利
益
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
こ
の
事

件
は
、
乾
隆
四
十
三
年
、
叢
書
木
彫
克
の
色
提
巴
勒
底
（
『
清
高
宗

実
録
』
巻
一
〇
六
七
無
色
凝
着
一
介
）
な
る
者
が
鳥
類
辮
事
大
臣
の

永
手
に
控
告
し
、
永
々
は
直
ち
に
こ
れ
を
上
奏
し
た
た
め
に
大
問
題

と
な
り
、
軍
機
処
を
中
心
に
調
査
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

高
撲
は
革
職
さ
れ
、
現
地
で
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
ま
た
多
数
の
官

隻
が
連
累
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
六
号
は
満
洲
出
身
の
名
臣
高
斌
の
孫
で
あ
る
。
高
斌
は
内
務
府
大

臣
に
も
任
ぜ
ら
れ
た
経
歴
が
あ
り
、
大
学
士
を
授
け
ら
れ
、
両
江
総

督
、
河
道
総
督
等
も
歴
任
し
、
康
煕
、
雍
正
、
乾
隆
の
三
代
に
わ
た

っ
て
仕
え
た
宿
臣
で
あ
る
。
と
く
に
筆
工
に
精
通
し
て
お
り
、
乾
隆

帝
か
ら
は
寵
愛
さ
れ
て
い
た
。
重
弁
恒
も
両
涯
塩
政
、
単
管
内
務
府

大
臣
を
歴
任
し
、
乾
隆
三
十
二
年
に
は
正
白
旗
満
洲
副
都
統
に
任
ぜ

ら
れ
た
が
、
翌
年
に
は
両
准
塩
政
時
代
の
疑
獄
事
件
を
摘
発
さ
れ
、

斬
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
高
僕
は
こ
う
い
う
満
洲
出
身
の
名
門
の

出
で
あ
り
、
慧
賢
皇
貴
妃
の
姪
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
つ
た
関
係
か

ら
乾
隆
帝
は
と
く
に
目
を
か
け
、
恩
を
加
え
て
擢
馨
し
た
の
で
あ
っ
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⑧
た
。　

と
こ
ろ
で
当
時
、
黙
認
の
情
勢
に
つ
い
て
は
、
　
『
清
高
宗
実
録
』

（
以
下
『
実
録
』
と
略
す
㌧
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
・
十
一
月
癸
巳
の

上
諭
に
、
．
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
従
前
各
城
土
衆
。
於
厄
魯
特
時
。
派
喀
嘲
牢
前
表
駐
割
。
受
其
種
種
苦
累
。

　
復
被
震
集
占
兄
弟
。
任
意
擾
害
。
國
子
等
甚
平
難
堪
。
朕
因
憐
潤
西
域
鍛

　
生
。
特
移
平
定
準
部
之
兵
。
前
払
平
定
回
部
。
安
撫
地
方
。
即
於
各
城
分

　
駐
三
兵
。
並
三
三
差
回
員
。
経
理
三
三
。
是
以
回
子
等
。
頼
以
得
三
生

　
理
。
各
安
本
業
。

従
前
、
各
城
の
回
族
は
、
厄
魯
特
の
時
に
、
喀
嘲
攣
を
派
し
て
前
往

駐
割
さ
せ
た
た
め
に
、
種
女
の
苦
累
を
受
け
た
。
ま
た
雀
集
占
冠
げ
。
臥

国
げ
9
コ
兄
弟
が
擾
害
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
た
え
が
た
い
被
害
を
う

け
て
い
た
の
で
、
準
璃
爾
を
平
定
し
た
軍
隊
を
移
動
し
て
、
首
部
を

平
定
し
、
入
民
を
安
撫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
城
に
軍
隊
を
分

駐
し
、
満
遍
の
大
周
を
派
遣
し
、
そ
の
事
務
を
経
理
さ
せ
た
。
こ
れ

が
た
め
に
、
回
心
等
は
安
ん
じ
て
生
業
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
。
上
諭
は
こ
れ
に
続
け
て
い
う
。

　
後
素
誠
在
山
冠
。
不
知
愛
養
毛
人
。
且
四
阿
奇
木
伯
寛
阿
三
都
拉
。
任
意

　
滋
擾
。
於
私
事
吼
行
派
累
差
使
。
以
島
回
人
気
憤
激
変
。
評
壇
派
兵
平
定
。

　
迄
今
二
十
年
来
。
各
処
吉
事
大
臣
。
均
知
守
法
。
撫
輯
地
方
。
頗
属
寧
謹
。

後
に
素
誠
が
鳥
什
を
治
め
て
い
た
時
．
回
族
を
愛
養
せ
ず
．
阿
奇
木

伯
克
缶
巴
良
ヨ
b
づ
⑦
σ
q
　
（
地
方
行
政
官
）
阿
布
都
拉
と
音
心
に
任
せ
て
擾
，

累
を
穿
く
し
た
。
ま
た
私
事
に
受
人
を
累
わ
し
て
差
下
し
た
た
め
に
、

回
人
が
怨
ん
で
憤
激
し
、
変
乱
を
起
こ
し
た
。
そ
こ
で
軍
隊
を
派
遣

し
て
平
定
し
た
。
以
来
二
十
年
初
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
各
処

の
遺
事
大
臣
は
三
族
の
治
め
が
た
き
を
知
り
、
よ
く
法
を
守
り
地
方

を
撫
嘱
し
た
の
で
、
寧
誼
な
状
態
が
続
い
て
い
た
と
、
こ
れ
ま
で
の

新
彊
の
回
族
統
治
の
沿
革
を
回
顧
し
て
い
る
。
上
諭
は
さ
ら
に
こ
れ

に
続
け
て
い
う
。

　
不
意
高
僕
。
又
与
鄙
対
・
二
布
都
箭
無
恥
等
。
朋
比
為
好
。
恣
意
勒
索
。

　
希
図
漁
利
。
私
行
派
擾
三
千
余
人
。
三
密
爾
岱
山
採
取
玉
石
。
四
通
妊
商
。

　
潜
赴
内
地
笛
売
。
而
郵
対
・
雪
布
都
婿
庫
爾
等
。
亦
翼
摘
帯
伊
等
私
玉
。

　
遂
告
知
高
僕
。
叢
薄
派
二
百
余
人
。
致
令
高
子
力
不
能
支
。
各
懐
怨
恨
。

　
実
非
座
料
所
及
。
殊
堪
駐
異
。
幸
色
話
田
天
為
。
感
激
朕
恩
。
念
地
方
緊

　
要
。
拠
実
呈
告
。
野
鶏
即
叢
公
参
奏
。
其
事
始
得
業
露
。
徹
底
査
辮
。
以

　
粛
法
高
而
輯
回
民
。
若
再
遅
一
二
年
不
知
。
安
知
勇
又
有
如
鳥
什
従
前
之

　
事
耶
。

と
こ
ろ
が
、
思
い
が
け
な
く
も
、
こ
れ
ま
で
信
頼
し
て
い
た
高
撲
が
、

葉
臆
断
の
阿
見
木
伯
克
の
那
対
、
伊
什
器
配
陣
の
阿
布
都
野
庫
爾
と

ぐ
る
に
な
り
、
回
人
三
千
余
人
を
派
平
し
て
玉
石
を
私
採
し
、
好
商
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と
勾
結
し
て
内
地
に
多
売
し
、
利
益
を
計
ろ
う
と
し
た
。
邪
対
・
阿

布
都
野
庫
爾
等
も
ま
た
、
私
玉
を
運
び
出
そ
う
と
し
て
、
高
撲
に
告

知
し
て
回
人
二
百
余
人
を
送
り
負
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
回
人
は
そ

れ
だ
け
の
労
働
に
応
ず
る
力
が
な
く
、
す
べ
て
の
者
が
甚
だ
し
く
こ

れ
を
怨
ん
だ
。
実
に
考
え
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
葉
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

完
伯
克
に
転
じ
た
闘
乱
巴
爾
余
が
、
こ
の
事
件
を
烏
什
官
事
大
臣
の

永
貴
に
控
告
し
た
の
で
、
永
貴
が
こ
れ
を
参
奏
し
、
こ
の
事
件
が
始

め
て
暴
露
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
捜
査
し
、
法
面
を
粛

清
し
て
雷
族
を
安
面
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
＝
一
年
こ
の
事
件
の
発

見
が
お
く
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
さ
き
の
鳥
什
の
よ
う
な
変
乱
が
起
こ

っ
て
い
た
か
略
し
れ
な
い
と
結
ん
で
い
る
。
か
く
て
高
僕
を
は
じ
め

関
係
者
は
す
べ
て
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
、
こ
の
事
件
は
一
応
落
着
す
る
。

以
上
が
新
彊
に
お
け
る
玉
石
事
件
の
梗
概
で
あ
る
。

三
、
欽
差
高
撲
と
需
索

　
素
朴
な
民
族
が
文
明
社
会
に
侵
入
し
、
そ
の
贅
沢
な
生
活
に
馴
れ

る
と
、
そ
の
素
朴
な
民
族
精
神
を
忘
れ
、
道
義
心
を
失
な
い
易
い
も

の
で
あ
る
。
満
洲
民
族
も
乾
隆
時
代
に
入
る
と
、
す
で
に
入
三
冠
、

百
年
を
経
過
し
て
い
る
。
そ
の
醇
朴
な
風
俗
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
、

漢
人
官
僚
の
廼
習
に
そ
ま
り
、
賄
賂
を
と
る
こ
と
を
何
と
も
思
わ
な

く
な
っ
た
。
高
卓
も
そ
の
例
に
も
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
『
実

録
』
巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
甲
戌
の
条
に

　
又
議
奏
。
兵
部
郎
中
西
国
縦
。
於
高
僕
出
差
時
。
借
給
銀
両
。
応
照
例
徒
。

　
得
旨
。
芝
生
瑛
。
以
兵
部
司
員
。
配
置
借
給
高
撲
銀
甲
。
明
係
掩
撃
為
兵

　
部
堂
官
。
籍
端
野
結
。
実
近
来
少
有
之
事
。
不
可
不
．
厳
加
野
比
。
宋
国
瑛
。

　
著
射
干
軍
台
効
力
瞬
罪
。

と
あ
り
、
高
僕
は
欽
差
大
臣
と
し
て
二
藍
に
赴
任
す
る
時
、
兵
部
郎

中
宋
国
命
か
ら
銀
両
を
借
り
て
い
る
。
高
僕
は
兵
部
の
堂
官
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
ら
、
属
官
か
ら
借
金
す
る
こ
と
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

宋
国
瑛
は
禁
例
を
犯
し
て
銀
両
を
借
給
し
た
。
こ
れ
は
交
結
の
緒
を

作
る
も
の
と
し
て
宋
国
縦
は
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
た
。
高
僕
の
借
領
し

た
銀
額
が
分
ら
ず
、
ま
た
何
の
た
め
に
借
金
し
た
の
か
不
明
で
あ
る

が
、
あ
る
い
は
旅
費
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
想
像
を

逞
し
う
す
る
な
ら
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
玉
石
私
採
を
相
当
計
画
的

に
や
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
資
金
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
借
金
に
か
こ
つ
け
て
、
属
僚
か
ら
需
正
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。　

高
嶺
は
ま
た
新
彊
へ
の
赴
任
の
途
、
各
駅
姑
で
需
索
を
行
な
っ
て
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い
る
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、
興
隆
四
十
三
年
十
月
己
卯
の
条
に

　
乙
娘
。
軍
機
大
臣
訊
拠
高
僕
家
入
常
永
答
礼
。
墨
型
随
高
熱
往
葉
迎
撃
時
。

　
訟
伽
途
駅
姑
。
需
索
畑
銀
両
。
　
少
者
四
両
六
両
。
　
多
至
五
六
十
両
等
菰
㎜
。
革
剛
因

　
各
省
駅
鼓
。
遇
有
欽
差
大
臣
官
員
過
境
。
往
往
予
備
公
館
。
長
随
得
役
。

　
三
三
供
応
。
任
意
開
鋪
。
而
大
臣
官
員
之
家
人
前
鈷
。
亦
毎
有
需
索
騒
擾

　
之
事
。
屡
降
諭
旨
。
厳
加
筋
禁
。
乃
二
三
一
差
治
下
三
田
。
三
途
経
過
各

　
駅
蛾
。
縦
容
家
人
需
索
騒
擾
。
該
督
撫
量
毫
無
見
聞
。
何
以
不
行
三
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
や

と
あ
り
、
高
僕
は
家
人
常
永
を
し
て
、
各
駅
鮎
で
少
き
も
の
は
四
六

両
、
多
き
は
五
六
十
両
に
至
る
銀
両
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

下
愚
大
臣
が
通
過
す
る
と
き
に
は
、
各
省
の
駅
靖
で
は
公
館
を
準
備

し
、
長
日
一
役
は
供
応
を
一
円
し
て
任
意
に
開
鋪
さ
せ
た
の
で
、
大

臣
官
員
の
家
人
は
、
駅
姑
を
前
む
ご
と
に
、
三
三
騒
擾
の
事
件
を
起

こ
し
た
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
諭
旨
を
降
し
て
厳
禁
し
て
い
た
。
し
か

る
に
高
僕
は
経
過
の
駅
姑
で
家
人
に
需
索
を
行
な
わ
せ
て
い
る
が
、

督
撫
は
一
向
に
参
奏
を
し
な
い
と
、
上
諭
は
い
っ
て
い
る
。
そ
の
理

由
に
つ
い
て
は
、
上
諭
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
一
等
不
沈
圏
高
僕
係
兵
部
侍
郎
出
差
。
駅
姑
事
務
．
三
三
専
管
。
故
爾
畏

　
灘
北
迎
。
営
心
臓
隠
。
設
欽
差
大
臣
。
勢
位
更
有
大
層
三
者
。
沿
途
地
方

　
官
。
又
将
如
何
酬
欝
乎
。
此
事
於
萸
治
甚
有
関
係
。
著
伝
二
重
元
理
・
巴

　
延
三
・
畢
洗
・
勒
爾
謹
。
将
因
何
不
行
査
察
予
輩
之
故
。
明
白
回
奏
。

つ
ま
り
督
撫
は
、
高
辻
が
兵
部
侍
郎
と
し
て
出
差
し
、
駅
姑
事
務
は

兵
都
の
専
管
で
あ
る
か
ら
畏
催
し
て
逢
難
し
、
甘
ん
じ
て
隠
し
だ
て

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
欽
差
大
臣
の
勢
位
は
、
さ
ら
に
こ
れ

よ
り
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
沿
途
の
地
方
官
は
一
体
、
い
か
に
酬
応

し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
．
こ
の
こ
と
は
吏
治
に
甚
だ
関
係
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
畢
翫
等
の
督
撫
に
命
じ
、
何
故
に
査
察
参
奏

を
行
な
わ
な
か
っ
た
か
を
明
白
に
回
奏
さ
せ
よ
と
、
軍
機
大
臣
に
上

諭
を
与
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
高
撲
は
出
差
の
始
め
か
ら
、
禁
止
に
違
っ
て
借
金
を

な
し
、
道
途
に
あ
っ
て
も
違
法
行
為
を
続
け
な
が
ら
任
地
葉
爾
発
に

到
着
す
る
と
、
ζ
こ
で
は
三
差
大
臣
の
肩
恥
き
を
遺
憾
な
く
発
揮
し

て
、
．
醜
繊
な
需
索
を
平
然
と
行
な
っ
た
。
そ
れ
は
中
央
政
府
か
ら
遠

く
監
察
の
目
が
届
き
に
く
い
点
も
あ
る
が
、
葉
爾
莞
は
昔
か
ら
玉
の

産
地
が
近
く
、
利
権
を
あ
さ
ろ
う
と
す
る
有
力
者
が
彼
の
権
威
を
利

用
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
甲
寅
の
上
諭
に

　
拠
永
貴
奏
。
審
訊
高
撲
禁
鐵
各
款
。
高
僕
傭
首
鼠
詞
。
因
訊
其
心
腹
家
人

　
沈
三
等
。
影
供
称
、
任
内
積
有
金
銀
～
半
数
千
両
。
珠
宝
不
計
其
数
等
語
。

と
あ
り
、
鳥
什
辮
事
大
臣
永
貴
の
上
奏
を
引
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
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る
と
、
高
撲
の
禁
賦
に
つ
い
て
、
本
人
に
審
訊
し
た
が
、
首
を
持
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ら
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

て
何
も
答
え
な
い
。
そ
こ
で
心
腹
の
家
入
沈
泰
を
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、

任
内
に
金
銀
一
万
数
千
両
、
珠
宝
は
そ
の
数
を
計
り
え
な
い
と
供
述

し
た
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
供
述
に
基
き
家
宅
捜
索
を
行
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
こ
ろ
、
銀
一
万
六
干
認
許
、
金
五
百
余
両
を
得
た
と
い
う
。
高
僕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

が
葉
爾
志
に
出
差
し
た
の
が
、
乾
鰯
四
十
一
年
十
一
月
で
あ
る
か
ら
、

わ
ず
か
一
年
半
ば
か
り
の
間
に
、
こ
れ
だ
け
の
需
索
を
行
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
高
僕
が
需
索
を
行
な
う
に
は
手
段
を
え
ら
ば
な
か
っ
た
。
『
実
録
』

巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
乙
亥
の
条
に

　
諭
軍
機
大
臣
等
。
拠
常
永
等
供
称
。
高
撲
三
三
放
伯
克
時
。
有
索
取
銀
爾

　
之
事
。
…
…
其
醜
送
高
僕
銀
両
之
五
晶
伯
克
阿
布
都
拉
阿
済
斯
莫
網
。
及

　
和
闘
阿
奇
木
伯
克
遮
底
雅
爾
。
倶
著
永
貴
一
併
記
辮
。

と
見
え
、
伯
克
を
任
命
す
る
時
に
も
、
銀
両
を
も
と
め
て
い
る
。
ま

た
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
癸
卯
の
条
に

　
又
諭
。
昨
拠
永
臨
監
奏
。
高
島
貨
買
占
珠
。
不
発
価
値
。

と
あ
り
、
金
珠
を
貨
請
し
な
が
ら
、
そ
の
代
価
を
支
払
っ
て
い
な
い
。

ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
丁
亥
の
条
に

　
高
撲
過
保
定
時
。
因
面
取
索
出
賑
給
。
将
盲
虻
辮
差
業
人
李
玉
鞭
打
。
前

可

　
慧
知
県
一
画
錦
。
隠
忍
否
冨
。

と
あ
り
、
高
撲
は
保
定
を
過
ぎ
る
時
、
清
醤
を
も
と
め
て
え
ず
、
下

県
の
器
差
家
人
幽
霊
を
鞭
打
す
る
こ
と
を
平
気
で
行
な
う
よ
う
な
人

間
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
高
撲
は
そ
の
地
位
を
利
用
し
、
悪
辣
な
手
段
で

需
索
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
請
け
て
や
り
と
げ
た
の

が
心
腹
の
家
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
高
潔
の
需
索
の
背
景
に
は

常
に
家
人
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も

っ
と
も
活
躍
し
た
の
は
、
葉
爾
莞
の
私
採
玉
石
の
売
り
こ
み
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。四

　
玉
石
私
採
の
真
相

　
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
三
口
の
上
諭
の

一
節
に

自
平
定
二
部
以
来
。
所
産
玉
石
。
一
一
官
三
余
。
招
商
三
冠
外
。
其
回
民

違
禁
私
売
。
好
商
藩
躍
私
買
。
載
回
内
地
。
製
器
牟
利
者
。
並
不
始
於
此

時
。
…
…
至
高
僕
駐
旋
回
彊
。
敢
鮮
明
目
張
胆
。
楡
売
官
玉
。
価
愛
馬
万
。

実
出
情
理
之
外
。
難
二
審
明
在
監
処
正
法
。
尚
不
足
蒔
田
罪
葱
。

と
あ
り
A
葉
叢
を
平
定
以
来
、
産
出
の
玉
石
は
官
に
交
相
し
た
残
り
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は
、
商
人
を
招
い
て
出
翻
す
る
外
、
回
民
が
禁
例
に
違
っ
て
煮
売
し
、

好
憎
が
そ
れ
を
私
宜
し
、
内
地
に
運
搬
し
て
器
に
造
り
、
利
を
牟
ぼ

る
者
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
事
実
の
あ
る
こ
と
は
已
に
充
分
知
っ
て

い
た
が
、
大
目
に
見
て
厳
禁
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
高
僕
が
回
彊

に
駐
思
し
て
以
来
、
勇
敢
に
も
翠
玉
を
煮
売
し
、
鍾
万
の
買
価
を
え

て
い
る
。
か
か
る
こ
と
は
情
理
を
越
え
た
行
為
で
あ
り
、
す
で
に
審

明
し
て
現
地
で
法
規
に
従
っ
て
処
分
す
と
い
え
ど
も
、
な
お
そ
の
罪

葱
を
償
う
に
足
ら
な
い
、
と
い
っ
て
、
上
諭
は
高
僕
の
罪
状
の
重
き

を
指
摘
し
て
い
る
。
官
の
統
制
を
破
っ
て
官
の
大
き
な
利
潤
を
横
取

り
し
た
罪
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
玉
石
販
売
に
は

莫
大
な
利
益
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
現
地
の
有
力
者
や
内
地
の
商
人

富
豪
が
高
僕
の
葉
爾
究
出
差
を
機
会
に
、
食
指
を
こ
れ
に
動
か
し
た

の
で
あ
る
。
高
僕
が
す
で
に
早
く
か
ら
玉
石
に
目
を
つ
け
て
い
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
癸
卯
の
上
諭
の
一

節
に伊

什
箪
伯
克
。
乃
箆
同
阿
奇
跡
辮
詩
賦
人
。

而
阿
布
都
爾
庫
飯
野
卓
。
従
中
警
語
取
利
。

賓
則
斯
等
。
随
同
附
和
。
亦
応
分
別
示
懲
。

高
潔
擾
累
回
民
。
理
嶺
諌
阻
。

情
実
毒
悪
。
－
：
其
背
甲
布

と
あ
り
、
伊
什
牢
伯
克
の
再
興
都
傅
庫
爾
和
卓
は
高
僕
に
玉
石
の
私

採
を
憲
刺
し
、
自
ら
も
そ
の
利
益
の
恩
典
に
与
ろ
う
と
し
、
そ
の
弟

も
こ
れ
に
随
同
君
和
し
て
い
る
。
同
様
の
記
載
は
同
書
九
月
乙
巳
の

上
諭
の
一
節
に

　
且
摺
内
有
追
駆
三
春
語
論
寛
。
以
為
甚
属
有
益
出
語
。
其
与
伊
什
筆
伯
寛
。

　
朋
比
為
好
。
或
丼
為
所
第
二
。
更
属
顕
然
。
著
将
原
摺
紗
寄
永
貴
。
令
其

　
究
詰
。
務
使
水
落
石
嵩
。

と
あ
り
、
高
島
は
伊
什
牢
伯
克
に
懇
漁
せ
ら
れ
て
玉
石
を
私
臥
し
、

相
互
に
交
結
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一

〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
戌
の
上
論
に
は

　
又
諭
。
拠
永
貴
奏
称
。
主
事
職
街
達
三
泰
。
伊
沙
鳴
伯
克
阿
布
都
鍔
庫
爾

　
三
三
。
於
密
爾
岱
山
採
玉
之
三
千
人
外
。
添
派
二
百
名
。
回
衆
倶
皆
怨
恨
。

　
業
将
達
三
泰
等
。
厳
刑
究
訊
。
…
…
達
三
泰
等
。
懲
漁
高
僕
。
営
私
一
州
。

　
擾
累
回
人
。

と
あ
り
、
主
事
職
街
の
達
三
泰
も
高
撲
に
玉
石
三
三
を
三
三
し
、
自

ら
も
私
利
を
計
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、

乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
申
の
上
諭
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
又
塩
田
。
郵
対
前
在
軍
営
。
曾
賞
給
湿
適
職
街
。
捜
為
逆
罪
木
工
克
。
理

　
宜
感
激
朕
恩
。
実
力
報
効
。
如
精
薄
擾
累
粋
人
。
楡
販
玉
石
。
自
画
勧
阻
。

　
不
然
。
亦
当
如
色
提
巴
二
審
。
拠
実
控
告
。
乃
反
扶
同
附
和
。
給
与
高
僕

34　（616）



清代新旧における玉石問題（佐伯）

　
金
五
十
両
。
玉
二
千
余
勧
。
令
其
帯
回
内
地
魯
売
。

那
対
は
さ
き
に
軍
営
に
あ
っ
た
時
、
貝
鞍
の
職
街
を
賞
給
し
、
授
け

て
阿
奇
木
伯
克
と
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
恩
義
に
感
じ

て
報
効
す
べ
き
で
あ
る
。
高
僕
が
華
人
を
擾
撮
し
て
玉
石
を
倫
観
し

た
時
の
如
き
、
そ
れ
を
勧
際
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
色

話
巴
爾
第
の
如
く
、
事
実
を
控
告
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
却

っ
て
扶
同
附
和
し
、
高
僕
に
は
金
五
十
両
、
玉
二
千
余
慶
を
贈
り
、
そ

れ
を
し
て
内
地
に
帯
同
し
て
販
売
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
、
都
対
と

高
撲
と
の
交
結
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
上
諭
は
こ
れ
に
続
け
て

　
看
来
三
図
。
従
前
亦
有
私
採
玉
石
之
事
。
実
需
昧
良
主
恩
。
遠
若
尚
在
。

　
至
当
正
法
。
今
夏
巳
故
。
伊
子
那
斯
澱
。
所
襲
貝
蛸
職
街
。
著
職
官
永
貴
。

　
伝
旨
革
去
。

と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
那
対
は
こ
れ
ま
で
玉
石
を
私
請
し
た
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
良
心
を
欺
き
、
恩
に
急
く
行
為
で
あ
る
。

も
し
彼
が
生
き
て
お
れ
ば
、
当
然
法
規
に
照
し
て
処
分
す
べ
き
で
あ

る
。
今
は
死
去
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
子
郷
斯
瑠
の
匿
襲
せ
る

貝
勒
の
職
街
は
、
革
去
さ
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
。

　
絶
対
は
高
撲
に
贈
遺
し
、
ま
た
玉
石
の
私
讐
を
態
謁
し
て
い
る
が
、

自
ら
も
玉
石
を
私
毒
し
て
利
潤
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
暴
富
四
十
三
年
十
月
壬
戌
の
条
に
は

　
楊
魁
二
丁
。
那
落
尚
欠
張
難
銀
七
千
籐
両
。
感
応
著
増
郡
対
家
島
。
編
綴

　
追
出
入
宮
。
　
　
　
　
　
＼

と
あ
り
、
強
電
は
失
点
の
銀
七
千
両
を
悔
い
で
い
る
か
ら
、
家
属
を

し
て
返
却
さ
せ
よ
う
と
、
江
蘇
巡
暴
露
魁
は
上
奏
し
て
い
る
。
張
璽

に
つ
い
て
は
後
に
も
述
べ
る
が
、
山
西
出
身
の
商
人
で
、
蘇
州
に
玉

鋪
を
開
き
、
高
鷲
匙
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
新
彊
か
ら
玉
石
材
料
を
求
め
、

こ
れ
に
加
工
し
て
販
売
し
て
い
た
豪
商
で
あ
る
。
悪
霊
も
張
裏
と
結

び
、
玉
石
を
私
採
し
て
い
た
。
七
千
両
の
銀
も
前
払
い
の
形
で
張
攣

か
ら
受
取
っ
て
い
た
も
の
を
、
突
然
死
去
し
た
た
め
に
、
玉
石
を
渡

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
借
金
の
形
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
述
べ
来
っ
た
よ
う
に
、
高
嶺
の
玉
石
私
採
は
、
欽
差
大
駆
と

し
て
出
差
す
る
と
と
も
に
、
現
地
の
有
力
者
に
悠
懸
さ
れ
、
着
手
に

ふ
み
き
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
弟
は
現
地
の
有
力
者

か
ら
懲
懸
さ
れ
る
と
、
乾
隆
四
十
五
年
五
月
の
間
に
は
、
隔
年
に
一

度
密
爾
岱
山
に
お
い
て
玉
石
を
開
冠
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
　
『
実

録
』
巻
一
〇
六
七
、
長
瀞
四
十
三
年
配
月
乙
巳
の
上
諭
の
一
節
に

　
諭
軍
機
大
臣
日
。
永
貴
奏
。
…
…
戴
検
閲
高
撲
等
於
五
月
聞
奏
。
請
闘
年
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一
次
。
於
密
．
爾
岱
山
。
開
採
玉
石
一
嵩
。

の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
永
貴
は
次
の
よ
う
に
い
っ

て
い
る
。

　
乃
高
僕
奏
。
野
間
年
玉
採
一
次
。
名
為
厳
防
空
人
之
渉
露
営
私
。
其
実
与

　
商
人
串
通
漁
利
。
是
高
撲
特
借
此
奏
。
豫
占
地
歩
。
得
以
逞
叢
叢
為
。
．
其

　
居
心
筋
不
可
問
。
且
摺
内
鼠
商
訥
伊
什
牢
伯
克
。
以
為
甚
町
有
益
之
語
。

　
其
与
伊
什
軍
伯
克
。
朋
比
為
妊
。
或
丼
為
所
悠
愚
。
更
属
顕
然
。
（
同
書
）

高
僕
が
隔
年
に
一
度
開
講
せ
ん
と
欲
し
、
名
づ
け
て
回
人
の
渉
険
営

私
を
厳
署
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
実
は
商
人
と
鵬
通
し

て
利
を
漁
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
…
僕
が
と
く
に
こ
の

奏
を
借
り
て
自
分
の
地
歩
を
あ
ら
か
じ
め
樹
立
し
、
な
さ
ん
と
欲
す

る
所
を
逞
し
う
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
高
僕
の
言
論
に

は
、
伊
什
牢
伯
克
に
は
か
り
と
う
た
と
こ
ろ
、
甚
だ
有
益
な
こ
と
で

あ
る
と
の
返
答
を
え
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
か
ら
考
え
る
と
、

両
者
が
ぐ
る
に
な
っ
て
悪
事
を
な
さ
ん
と
し
、
高
…
僕
が
從
心
慧
さ
れ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　
高
僕
は
こ
の
よ
う
に
地
歩
を
固
め
る
一
方
、
万
端
の
準
備
工
作
を

進
め
て
い
た
ら
し
い
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九

月
癸
丑
の
上
論
の
一
節
に

本
日
軍
機
大
臣
訊
拠
侍
衛
納
三
図
供
血
。
庫
車
野
冊
之
常
喜
。
本
年
曾
肇

獲
業
爾
莞
図
子
等
。
楡
出
玉
石
。
送
高
撲
処
辮
理
。
高
僕
以
五
十
納
以
下

之
玉
塊
。
向
来
倶
不
具
奏
。
因
招
商
変
売
。
毎
働
定
価
一
銭
等
語
。
此
等

犯
禁
楡
出
之
玉
石
。
無
論
多
寡
大
小
。
一
経
盤
獲
。
該
処
之
大
臣
官
員
。

藁
箒
一
面
具
奏
。
並
将
玉
石
送
京
。
一
面
将
楡
帯
罪
人
。
照
例
治
罪
。
何

以
転
送
輪
舞
莞
籔
辮
。
致
高
感
得
以
操
縦
自
撰
。
滋
生
弊
端
。
常
喜
所
辮
。

本
属
非
是
。
或
係
相
判
如
此
。
他
処
倶
各
相
同
。
縛
目
常
喜
一
人
之
意
。

著
永
貴
査
明
呉
奏
。

と
兇
え
る
。
す
な
わ
ち
軍
機
大
臣
が
侍
衛
昔
語
図
を
訊
問
し
た
供
状

に
よ
る
と
、
庫
車
辮
事
の
常
喜
は
、
本
年
に
葉
叢
莞
の
黒
子
が
玉
石

を
倫
出
し
た
の
を
緊
馨
し
、
高
評
の
処
に
送
っ
て
受
理
し
た
。
高
撲

は
五
十
勉
以
下
の
玉
塊
は
従
来
み
な
具
奏
し
な
か
っ
た
と
し
、
商
人

を
招
き
、
毎
勉
一
銭
の
価
で
変
寒
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
禁
令
を
犯

し
て
倫
出
し
た
玉
石
は
、
多
寡
大
小
に
拘
わ
ら
ず
、
ひ
と
た
び
盤
獲

を
ふ
れ
ば
、
関
係
の
大
臣
官
員
は
、
自
ら
具
奏
し
、
玉
石
は
京
に
解

送
し
、
藁
縄
の
人
は
早
寝
に
照
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
に

高
僕
の
駐
在
す
る
葉
爾
莞
に
送
っ
て
査
藪
処
理
し
、
高
撲
が
勝
手
に

操
縦
す
る
こ
と
を
さ
せ
、
弊
端
を
滋
生
し
た
の
で
あ
る
か
。
常
喜
の

処
置
は
よ
く
な
い
。
か
か
る
処
置
は
慣
行
と
な
り
、
他
処
も
同
じ
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
常
喜
一
人
の
考
え
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
、
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永
貴
に
命
じ
て
査
明
し
、
具
奏
さ
せ
よ
と
、
上
諭
は
い
っ
て
い
る
。

こ
の
上
諭
か
ら
す
る
と
、
庫
車
辮
事
の
常
喜
も
、
高
撲
と
何
ら
か
の

関
係
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
産
玉
の
地
方
に
は
侍
衛
が
派
遣
さ
れ
て
管
面
し
て
い
た
。
『
実
録
』

巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
己
丑
の
条
に

　
該
処
（
密
爾
岱
山
・
奇
盤
・
離
克
蘇
二
処
）
予
座
。
向
係
大
臣
派
委
侍
衛

　
験
放
。

と
あ
り
、
密
爾
岱
山
産
玉
地
方
に
は
奇
盤
、
斜
克
蘇
の
二
要
地
が
あ

り
、
魚
座
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
に
侍
衛
が
派
遣
さ
れ
て
、
玉
石
を
験

放
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
玉
石
を
監
督
す
る
は
ず
の
侍
衛

が
み
な
高
撲
に
ま
る
め
こ
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇

六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
丙
午
の
上
知
の
一
節
に

　
至
侍
衛
納
蘇
図
。
為
高
僕
捲
帯
物
件
。
且
甚
為
親
密
。
高
僕
之
事
。
納
蘇

　
図
必
知
其
詳
。
阿
桂
町
巳
行
文
押
取
。

と
見
え
、
侍
衛
納
蘇
図
は
高
僕
と
甚
だ
親
密
で
あ
り
、
彼
の
た
め
に

物
件
を
携
帯
し
た
と
い
う
。
玉
石
も
し
く
は
重
要
書
類
な
ど
を
、
高

僕
の
た
め
内
地
に
も
ち
か
え
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
が
た
め
に
軍
機
大
臣
に
訊
聞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
、

こ
れ
に
続
い
て
　
　
’

　
至
忠
心
乱
克
託
。
係
解
玉
之
員
。
高
釜
屋
託
其
晶
帯
物
件
。
自
亦
係
通
同

　
一
気
三
人
。
倹
其
紅
玉
到
京
時
。
並
著
阿
桂
。
一
併
詳
悉
厳
訊
。

と
あ
り
、
侍
衛
縛
克
託
も
官
玉
を
解
送
す
る
員
で
あ
る
が
、
高
撲
と

通
書
し
、
彼
の
た
め
に
物
件
を
携
帯
し
て
い
る
。
緯
細
面
に
つ
い
て

は
、
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
甲
寅
の
上
論
の

一
節
に

　
至
紳
克
托
。
係
総
辮
回
彊
事
務
之
人
。
朕
加
恩
用
為
吏
部
尚
書
。

と
あ
り
、
心
慰
の
員
と
い
っ
て
も
、
吏
部
尚
書
と
い
う
高
い
官
を
与

え
ら
れ
て
お
り
、
露
玉
を
監
督
し
、
回
覆
事
務
を
総
叛
す
る
重
要
な

地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四

十
三
年
九
月
丁
未
の
上
諭
の
一
節
に
も

　
閲
高
僕
所
開
寄
京
物
件
単
。
…
…
有
交
侍
衛
納
三
図
・
奇
理
図
。
両
次
帯

　
回
者
。

と
あ
り
、
侍
衛
奇
理
図
は
納
蘇
図
と
と
も
に
、
二
回
に
わ
た
っ
て
高

知
の
た
め
物
件
を
携
帯
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
僕
が
玉
石
の

私
採
販
売
を
行
な
う
に
つ
い
て
は
、
官
僚
軍
人
を
監
察
す
る
地
位
に

　
　
　
　
⑩

あ
っ
た
侍
衛
を
そ
の
仲
間
に
だ
き
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
現
地
の
有
力
な
諸
宮
が
高
撲
と
ぐ
る
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は

さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
足
指
四
十
三
年
九
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月
丙
午
の
条
に
も

又
油
日
。
三
宝
係
葉
爾
莞
鴛
辮
之
員
。
従
前
曾
気
短
政
。
調
理
巡
撫
。
雰

不
知
事
体
軽
重
者
。
高
僕
知
足
任
意
擾
累
。
色
提
二
言
第
。
倶
不
能
堪
。

所
司
何
事
。
量
可
議
為
不
知
。
著
伝
諭
永
貴
。
厳
行
究
訊
。

と
あ
り
、
淑
宝
は
葉
爾
莞
鷺
辮
の
員
で
あ
り
、
も
と
は
布
政
経
に
任

じ
、
慰
撫
を
署
甘
し
た
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
高
機
の
こ

の
よ
う
な
擾
累
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
だ
か
ら
永
貴
に
伝
論
し

て
厳
重
に
究
訊
を
行
な
わ
し
め
よ
と
、
上
諭
を
下
し
て
い
る
。
玉
石

の
三
三
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
高
機
は
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
ポ

ス
ト
に
あ
る
官
僚
に
わ
た
り
を
つ
け
、
彼
等
を
そ
の
仲
闘
に
入
れ
、

あ
る
い
は
黙
認
す
る
よ
う
に
話
合
い
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
交
渉
の
任
に
当
っ
た
の
が
家
人
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
高
撲
が
た
や
す
く
私
子
を
倫
販
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
何
か
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
官
玉
の

発
売
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
『
実
録
』
巻
二
〇

七
一
、
重
心
四
十
三
年
十
一
月
壬
寅
の
上
諭
に

　
諭
軍
機
大
臣
等
。
昨
拠
趙
鈎
瑞
供
称
，
語
気
四
十
年
。
葉
爾
引
田
雅
徳
・

　
薦
応
能
。
倶
有
繋
売
官
玉
万
万
触
。
以
陵
続
七
転
四
千
二
百
余
酌
。
倶
経

　
給
有
官
票
等
語
。
現
諭
永
貴
。
詳
細
査
奏
。

と
あ
り
、
乾
隆
四
十
年
に
、
葉
爾
晃
で
は
田
雅
徳
・
事
忌
阿
が
掻
玉
万

余
触
を
発
売
し
た
の
で
、
郷
約
の
趙
鈎
瑞
は
四
千
工
百
余
勧
を
収
買

し
、
官
営
を
も
っ
て
い
る
と
、
供
述
し
た
の
で
、
鳥
什
辮
事
大
臣
の
永

費
に
命
じ
て
詳
細
に
査
奏
さ
せ
た
。
永
貴
は
次
の
よ
う
に
覆
奏
し
た
。

滋
謡
講
拠
雅
徳
称
。
四
十
年
間
。
採
辮
大
玉
。
除
謡
曲
進
呈
外
。
其
余
零

砕
平
常
玉
塊
。
墨
摺
内
声
明
。
照
例
変
性
。
分
給
官
兵
認
諾
。
尚
未
奉
到

殊
批
。
即
奉
調
喀
什
鳴
爾
。
所
有
葉
爾
詫
官
玉
変
価
之
窮
。
係
砺
興
阿
・

三
宝
接
三
等
語
。
此
項
玉
石
。
騰
経
雅
徳
奏
明
変
乱
認
買
。
三
原
定
之
価
。

為
数
回
樫
。
若
再
照
高
三
所
定
之
価
繊
焦
。
則
伊
等
漁
利
尤
重
。
更
不
成

事
体
突
。

雅
徳
の
い
う
と
こ
ろ
に
る
と
、
乾
熱
四
十
年
の
問
、
採
継
し
た
大
玉

は
、
挑
選
進
呈
す
る
ほ
か
、
そ
の
余
の
零
砕
な
平
常
の
玉
塊
は
、
奏

摺
内
に
例
に
照
し
て
変
価
し
、
官
兵
に
分
給
し
て
引
請
け
て
買
わ
せ

た
い
と
声
明
し
た
が
、
命
乞
を
奉
低
し
な
い
う
ち
に
喀
居
曲
爾
に
転

任
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
葉
爾
莞
の
官
玉
直
結
の
件
は
霧
島
附
と
淑

宝
が
引
き
つ
い
で
処
理
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
r

玉
石
は
雅
徳
が
奏
明
し
て
変
回
覧
買
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
原
野
の
価
は
甚
だ
安
い
も
の
で
あ
っ
た
。
暴
悪
の
定
め
た
価
で

餌
売
し
た
な
ら
ば
彼
等
の
利
益
は
莫
大
な
も
の
に
な
る
と
い
っ
て
い
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口曳新彊における玉石問題（佐伯）

る
。
さ
ら
に
永
仁
は
こ
れ
に
続
け
て
い
う
。

　
総
之
発
売
官
玉
。
実
開
馬
射
私
玉
之
端
。
従
前
所
辮
。
本
属
未
妥
。
而
艮

　
久
闘
志
。
遂
致
高
論
勾
串
官
商
。
職
長
狼
籍
若
此
。
不
可
不
徹
底
厳
懲
。

要
す
る
に
官
玉
を
発
売
し
た
こ
と
が
、
私
玉
を
影
射
す
る
端
を
開
い

た
の
で
あ
る
。
従
前
の
辮
法
が
よ
く
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
日
を

経
る
に
従
っ
て
弊
轡
を
し
げ
く
し
、
遂
に
高
僕
が
宮
商
と
手
を
握
り
、
曽

賊
私
狼
籍
か
く
の
如
き
事
態
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
徹
底

し
て
厳
懲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
結
ん
で
い
る
。

五
　
玉
石
楡
運
と
家
人

　
　
　
エ
　
玉
石
の
私
販
と
収
買
地

　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
丙
午
の
上
諭
の
一

節
に

　
高
撲
家
信
内
称
。
所
有
物
件
。
倶
令
〔
家
人
〕
常
永
・
三
島
。
両
次
帯
回

　
家
中
之
語
。

と
あ
り
、
高
撲
は
玉
石
の
内
地
販
運
を
二
人
の
家
人
常
永
と
李
福
と

に
委
任
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
二
人
が
い
か
に
し

て
玉
石
を
運
搬
販
売
し
て
い
た
か
を
見
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
先
だ
っ
て
玉
の
収
買
地
、
運
搬
路
に
つ
い
て
考
え
、
．
玉
の
私

新彊玉石問題関係要図

北
京
。

黄ミ一答翻
　　　　　蘇州

　　　江

江寧

　
　
　
　
　
　
　
　
鳥

酬
礪
・
・
南
陽

◎
　
o
　
　
　
嚢
静

。
緩
徳
西
安

　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
州

　　

@
鯨
。
齢

　
　
　
粛
州
。

　
　
　
　
ぐ
硲
関

　
　
　
敦
煙
。

　
恰
密
Q

　
　
o
開
展

㌧
　
　
o
吐
盈
番
羅
希
泊

喀
嘲
沙
爾
。

　
　
庫
車
O

阿
克
蘇
。

　
爲
什
。

鳩

　
　
　
O
干
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
＼

和
㌦
グ
＼
ぐ

葉
璽
（

廣州。

．tvへ・

　
　
　
ヘ
ロ

つ
ノ
し

　〆鴨
＼
ノ

倉
・、　

、
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販
が
い
か
に
盛
行
し
て
い
た
か
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
了
亥
の
条
に

　
又
諭
。
拠
勒
爾
固
唾
奏
。
審
訊
在
西
安
寧
獲
外
販
玉
石
之
呉
芭
二
等
七
犯
。

　
堅
供
各
玉
石
。
或
係
発
売
綱
鍛
。
在
口
外
阿
克
蘇
丼
粛
州
価
買
。
或
係
在

　
粛
州
・
涼
州
・
蘭
六
脈
処
。
以
結
欠
貨
帳
。
折
得
玉
石
。
井
口
以
貨
肝
玉
。

　
帯
回
錯
魯
。

と
あ
り
、
西
安
で
肇
獲
し
た
玉
石
の
私
販
商
人
呉
芭
蕉
等
の
供
述
に

よ
る
と
、
彼
等
は
綱
鍛
を
発
売
し
て
口
外
の
阿
克
蘇
、
粛
州
で
玉
石

を
質
験
し
、
あ
る
い
は
露
里
・
涼
州
・
蘭
州
で
結
隠
里
帳
を
も
っ
て

玉
石
を
代
り
に
収
得
し
、
あ
る
い
は
貨
物
を
も
っ
て
玉
石
と
交
換
し
、

帯
回
し
て
鋪
讐
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、

乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
丙
申
の
条
に
は

　
又
諭
。
咋
拠
下
洗
奏
。
続
獲
商
魂
玉
石
雷
英
等
六
人
。
聖
明
所
帯
玉
石
。

　
係
在
恰
密
・
纒
展
・
阿
克
昇
等
処
。
有
用
銀
陸
続
収
買
者
。
良
将
貨
物
易

　
換
者
。

と
あ
り
、
陳
西
巡
撫
畢
阪
の
奏
に
よ
る
と
、
玉
石
を
商
達
す
る
北
斗

等
を
肇
獲
し
て
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
玉
石
は
三
密
・
關
展
（
都

善
）
、
阿
克
蘇
等
の
地
に
お
い
て
、
銀
あ
る
い
は
貨
物
を
も
っ
て
収

買
易
換
し
た
と
い
う
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
興
隆
四
十
三

年
十
一
月
己
丑
の
上
諭
の
一
節
に
も

　
咋
経
軍
機
大
距
・
審
訊
三
道
。
拠
供
。
伊
等
向
景
雲
阿
克
蘇
。
私
買
玉
石
。

　
或
与
回
人
交
手
。
或
内
地
商
人
。
在
彼
開
牛
乳
買
。
臨
地
前
回
城
讐
売
玉

　
石
之
地
。

と
あ
り
、
軍
機
大
臣
が
玉
商
人
張
攣
を
審
訊
し
た
供
述
に
よ
る
と
、

彼
等
は
阿
克
蘇
で
玉
石
を
私
買
す
る
回
人
と
取
引
す
る
こ
と
も
あ
れ

ば
、
内
地
商
人
の
こ
こ
で
店
鋪
を
開
き
収
買
し
て
い
る
者
か
ら
買
入

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
阿
克
蘇
は
玉
石
を
身
売
す
る

中
心
地
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
の
記
載
か
ら
、
阿
克
蘇
は
産

玉
笹
に
も
っ
と
脇
近
く
交
通
の
要
衝
に
当
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
ら
、

玉
石
の
一
大
集
散
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
關
展
、
恰
密
、

粛
州
、
涼
州
、
蘭
州
等
の
高
州
に
お
い
て
は
西
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
玉
が
、
こ
れ
ら
の
地
に
お
い
て
も
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
え

る
ρ
玉
は
富
豪
の
需
要
が
多
く
高
価
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
利
潤

も
多
く
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
購
入
に
出
か
け
る
密
売
商
人
も
多
か
っ

た
。
そ
こ
で
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
癸
丑
の

条
に
は

　
蓋
新
星
楡
運
内
地
玉
石
。
必
進
嘉
硲
関
。
例
応
即
詰
。

と
見
え
、
新
沢
か
ら
倫
運
し
中
国
内
地
に
向
う
玉
石
は
、
敦
燵
の
東
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清代新彊における玉石問題（佐伯）

方
、
懸
鯛
関
に
お
い
て
検
査
を
受
け
て
い
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六

七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
乙
巳
の
上
諭
中
に

　
楡
採
玉
石
。
本
有
例
禁
。

と
見
え
、
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
丁

亥
の
上
諭
中
に
も

　
肝
属
私
信
新
譜
。
楡
販
玉
石
者
。
一
戦
査
獲
。
即
日
籟
盗
満
貫
例
。
計
鍼

　
論
罪
。
不
能
野
趣
寛
貸
英
。

と
あ
る
よ
う
に
、
玉
石
の
倫
採
な
ら
び
に
倫
販
は
厳
禁
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
以
上
述
べ
た
記
事
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
玉
石
の
倫

販
は
絶
え
な
か
っ
た
。
玉
石
は
新
旧
か
ら
東
西
交
通
の
大
路
を
西
か

ら
東
へ
と
盛
ん
に
運
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
2
　
家
人
常
永
と
郷
約
毛
鉤
瑞

　
高
僕
の
家
人
常
永
、
李
福
等
も
こ
の
大
路
に
よ
っ
て
東
進
し
、
沿

路
玉
石
を
倫
販
し
、
あ
る
い
は
内
地
ま
で
引
回
し
て
き
た
。
ま
ず
常

永
が
い
か
に
し
て
玉
石
を
販
弔
し
た
か
を
見
よ
う
。
　
『
実
録
』
巻
一

〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
癸
丑
の
条
に

　
諭
軍
機
大
臣
等
。
拠
周
元
理
奏
。
拠
署
望
都
県
知
県
趙
大
経
。
盤
獲
眼
随

　
高
僕
家
人
常
永
之
三
元
児
並
同
行
之
三
徳
亮
。
訊
三
三
称
。
常
永
現
在
陳

　
西
三
越
順
良
天
披
三
郷
約
家
居
住
。
有
司
一
二
輔
。
二
子
四
隻
。
現
已
飛

　
盗
陳
撫
密
幾
。
並
将
張
元
児
・
馬
徳
亮
。
押
送
軍
機
処
査
辮
等
語
。
・
：
…

　
且
閲
常
永
家
信
。
有
令
其
兄
来
歴
潤
爾
。
接
収
辮
理
七
三
。
明
係
二
途
出

　
売
玉
石
。
実
出
情
理
之
外
。

と
あ
り
、
高
僕
の
家
人
常
永
の
眼
随
張
元
児
（
省
字
術
？
）
歳
徳
亮
を

攣
獲
し
て
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
常
永
は
現
在
、
陳
西
溺
南
県
良
天
城

の
趙
郷
約
の
家
に
滞
在
し
、
大
車
二
輔
、
箱
四
箇
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
自
供
し
た
。
且
つ
常
永
が
そ
の
兄
に
あ
て
た
家
信
に
は
、
潤
南

県
ま
で
玉
石
を
と
り
に
来
る
よ
う
に
と
あ
る
と
い
う
。
郷
約
は
郷
村

　
　
　
　
　
　
⑪

の
代
表
者
で
あ
る
。
高
書
の
家
人
が
郷
村
の
こ
う
い
う
顔
役
と
連
結

し
て
い
た
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
玉

石
の
運
搬
は
長
途
に
わ
た
る
。
し
か
も
禁
例
に
ふ
れ
る
玉
石
を
運
搬

し
、
こ
れ
を
販
売
し
て
歩
く
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
秘
密
裏
に
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
必
要
か
ら
彼
等
の
行
動
を
庇
護
し

て
も
ら
う
者
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
相
当
莫
大
な
利
益
を

喰
わ
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
三
郷
約

は
玉
石
の
密
売
を
大
々
的
に
や
っ
て
い
る
。
欽
差
の
高
窓
と
わ
た
り

を
つ
け
て
お
け
ば
、
玉
石
の
収
買
や
運
搬
に
相
当
便
宜
が
え
ら
れ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
崎
に
し
て
も
趙
一
二
に
玉
石
を
売
り
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ら
、
趙
郷
約
と
高
僕
と

の
関
係
が
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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『
実
録
』
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
甲
子
の
条
に
は

　
又
諭
。
拠
畢
涜
奏
。
接
奉
諭
旨
。
覆
訊
常
永
。
始
拠
供
称
。
高
三
原
有
玉

　
石
一
千
肋
。
偉
才
与
向
楠
葉
爾
莞
充
当
郷
約
年
齢
鈎
瑞
。
捲
帯
進
口
。
沿

　
途
設
千
態
売
。
将
銀
帯
京
。
常
永
先
行
。
即
被
下
垂
。
熟
議
約
尚
在
職
未

　
到
。
所
期
玉
石
。
曾
否
売
去
。
未
得
知
悉
。

と
見
え
、
趙
郷
約
す
な
わ
ち
趙
鈎
瑞
は
も
と
温
室
禿
に
あ
っ
て
郷
約

に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
趙
郷
約
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
ら
し
い
。
山
西
・
陳
西
の
商
人
は
早
く
か
ら
新
穂
方
面
に
活
躍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

舞
台
を
広
げ
て
い
た
か
ら
、
趙
鈎
瑞
も
す
で
に
早
く
よ
り
葉
爾
禿
で

玉
石
を
収
照
し
、
こ
こ
で
経
済
的
に
大
き
な
地
盤
を
形
成
し
て
い
た

と
こ
ろ
が
ら
、
細
細
に
推
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
高
僕
の
家
人
常
永
と
趙
鈎
瑞

が
協
力
し
て
高
僕
の
玉
石
を
運
搬
し
、
途
中
で
販
売
し
な
が
ら
、
そ

の
売
上
げ
の
銀
を
都
に
運
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
撲
と
趙
鈎
瑞

と
が
密
接
に
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
趙
鈎
瑞
の
玉
石
販

売
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
常
永
の
玉
石
販
運

に
つ
い
て
続
け
よ
う
。

　
同
書
に
は
い
う
。

　
常
永
所
遣
論
語
亮
等
在
京
一
称
。
常
永
帯
大
車
五
線
。
分
載
玉
石
。
載
有

　
高
校
玉
料
三
千
働
。
家
人
等
工
料
一
千
触
。
極
為
明
確
。
今
拠
常
永
。
止

　
供
認
高
僕
有
玉
石
一
千
肋
。
則
所
供
尚
多
不
実
不
尽
。

常
永
の
躁
肥
馬
徳
亮
の
在
京
に
お
け
る
供
述
に
よ
る
と
、
声
量
に
お

け
る
常
永
の
供
述
と
喰
違
っ
て
い
る
。
さ
き
に
は
大
車
二
輌
と
い
っ

て
い
る
が
、
在
京
で
は
五
輻
と
供
述
し
て
い
る
。
ま
た
常
永
の
供
述

で
は
、
高
僕
の
玉
石
は
一
千
勧
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
三
干

潮
と
い
い
、
こ
れ
は
確
か
で
あ
る
と
聖
徳
亮
は
供
述
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
興
隆
四
十
三
年
十
月
壬
戌
の
上
諭

に
も

　
説
諭
日
。
畢
涜
爽
。
在
長
武
県
地
方
。
盤
獲
高
僕
家
人
常
永
等
。
捜
査
行

　
李
。
僅
有
零
星
玉
器
什
物
。
並
無
大
玉
材
料
。
訊
拠
供
称
。
実
在
因
病
告

　
仮
回
京
。
不
曾
総
帯
玉
石
。
亦
無
隠
匿
寄
頓
等
語
。
所
訊
全
珍
説
供
。
已

　
於
三
内
批
示
。
常
永
一
犯
。
三
三
直
隷
集
三
二
伊
同
行
之
三
元
・
馬
徳
亮

　
等
。
送
京
審
訊
。
三
明
常
永
帯
大
車
九
輌
。
三
子
四
隻
。
内
載
有
高
僕
玉

　
料
三
千
触
。
家
人
等
玉
酒
一
千
勧
。
現
在
暫
住
陳
西
滑
南
県
。
差
張
元
等

　
来
電
。
害
信
伊
兄
。
令
食
前
篭
堂
紋
辮
理
。
供
聖
廟
為
明
確
。
経
節
次
伝

　
諭
畢
玩
。
迅
速
厳
翠
解
京
。
藍
蝋
既
将
常
永
肇
獲
。

と
あ
り
、
常
永
と
張
元
・
馬
徳
亮
の
供
述
が
見
え
て
い
る
。
慰
事
の

長
武
県
地
方
で
摯
獲
さ
れ
た
常
永
は
、
訊
問
し
た
と
こ
ろ
、
病
気
の

た
め
告
嚇
し
て
都
に
帰
る
と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
玉
石
を
携
帯
し
た
こ
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と
も
な
く
、
ま
た
隠
匿
寄
頓
も
行
な
っ
て
い
な
い
と
、
全
く
で
た
ら

め
な
供
述
を
し
た
。
そ
こ
で
直
隷
で
肇
獲
し
た
張
元
・
馬
徳
亮
を
訊

問
す
る
と
、
常
永
は
大
車
九
重
、
箱
四
箇
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
高
撲
の
心
身
三
千
働
、
家
人
の
玉
料
一
モ
勧
を
分
載
し
て
い
る
こ

と
を
供
述
し
た
。
車
輌
の
数
は
前
に
述
べ
た
数
と
合
わ
な
い
が
、
玉

料
の
数
量
は
合
致
し
て
い
る
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
瓢
四
十

三
年
十
月
己
未
の
上
論
の
一
節
に
も

　
拠
直
隷
血
色
限
随
高
湿
家
人
常
永
之
蔵
元
・
姫
鱒
亮
等
。
送
京
審
訊
。
拠

　
供
常
永
帯
有
玉
石
四
千
肋
。
現
在
陳
西
滑
南
県
居
住
等
語
。

と
あ
り
、
常
永
の
帯
有
し
た
玉
料
は
四
千
勧
で
あ
る
と
、
馬
徳
亮
等

は
証
言
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
香
料
の
数
量
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
家
人
も
高
僕
の
四
分
の
一
の
玉
石
を
販
運

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
高
僕
も
そ
れ
を
認
め
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
家
人
に
も
相
当
莫
大
な
利
潤
の
分
配
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
も
の
は
張
元
、
馬
半
国
は
常
永
に
眼

卜
す
る
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
限
随
も
そ
の
仕
事
の

内
容
か
ら
考
え
る
と
や
は
り
家
人
で
あ
ろ
う
。
　
『
雍
正
配
批
諭
旨
』

一
八
冊
、
雍
正
三
年
七
月
九
臼
、
署
理
論
繋
馬
離
離
務
按
察
使
督
国

奎
の
上
奏
中
に
、
大
将
軍
年
興
起
が
青
海
か
ら
杭
州
将
軍
に
遷
る
時

の
状
況
を
述
べ
て

　
家
奴
復
有
家
奴
。
到
豊
麗
男
女
已
不
下
千
人
。
後
来
者
尚
未
知
其
数
。

と
あ
り
、
家
奴
が
ま
た
家
奴
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
家
奴
と
は
も

ち
ろ
ん
家
人
で
あ
る
。
ま
た
同
書
九
冊
、
雍
正
四
年
十
一
月
初
二
日
、

刑
部
左
侍
郎
黄
柄
等
の
上
奏
中
に
は

　
将
銀
随
〔
家
人
〕
陳
八
僕
人
々
玉
之
小
厩
高
大
。
行
当
白
首
訊
。

と
見
え
る
。
陳
述
は
潅
関
監
督
正
元
の
家
人
で
あ
る
が
、
陳
八
に
は

僕
人
夏
玉
が
あ
り
、
夏
玉
に
は
ま
た
小
噺
高
大
な
る
者
が
い
た
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
家
人
に
は
階
層
的
な
一
種
の
組
織
が
あ
り
、
仕
事

を
分
担
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
仕
事
が
多
く
な
り
、
複
雑

に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
陳
風
葬
南
県
の
趙
鈎
瑞
が
、
高
寄
の
玉
石
聖
運
に
協
力
し
て
い
た

こ
と
を
さ
き
に
指
摘
し
た
が
、
彼
自
身
も
ま
た
相
当
大
掛
り
な
玉
石

の
販
運
を
行
な
っ
て
い
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三

年
十
一
月
乙
未
の
条
に

諭
軍
機
大
臣
等
。
畢
涜
奏
。
於
長
安
県
地
方
。
摯
獲
趙
金
海
遣
回
三
一
工

黄
虎
児
。
並
起
出
衣
服
雑
貨
七
十
一
箱
訴
。
等
覚
供
称
。
趙
鈎
瑞
之
子
趙

世
保
。
井
伊
弟
趙
金
海
。
在
蓋
置
辮
。
尚
早
押
貨
先
行
。
趙
金
海
尚
在
蘇
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織
詰
回
。
井
聴
得
伊
等
命
令
八
州
人
牛
四
。
帯
玉
石
赴
蘇
。
売
銀
二
万
余

両
。
牛
四
現
在
揚
州
梗
子
街
宝
玉
行
内
等
語
。
藍
鼠
海
弓
田
鈎
瑞
之
弟
。

且
語
釈
蘇
置
買
物
件
。
自
重
将
玉
石
売
去
。
収
圓
価
銀
。
始
能
辮
貨
。
亦

係
案
内
応
三
三
究
之
犯
。
現
尚
逗
留
三
三
。
著
伝
諭
楊
魁
。
即
速
派
委
幹

員
。
厳
密
査
二
戸
獲
。

と
見
え
る
。
畢
洗
の
奏
に
よ
る
と
、
長
安
県
地
方
で
趙
鈎
瑞
の
弟
趙

金
海
の
遣
回
し
た
雇
工
黄
虎
児
を
肇
獲
し
、
ま
た
衣
服
雑
貨
七
十
一

箱
包
を
起
出
し
た
。
無
間
し
た
と
こ
ろ
、
趙
鈎
瑞
の
子
趙
世
保
な
ら

び
に
そ
の
弟
趙
金
海
が
、
蘇
州
に
あ
っ
て
買
い
整
え
、
彼
に
物
貨
を

押
送
し
て
先
に
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
趙
金
海
は
な
お
蘇
州
に
あ

り
未
だ
回
っ
て
い
な
い
。
き
い
た
と
こ
ろ
で
は
彼
等
は
三
州
の
人
牛

四
を
し
て
玉
石
を
帯
し
て
蘇
州
に
赴
か
せ
、
銀
二
万
余
両
に
売
却
し

た
。
二
四
は
現
在
揚
州
の
梗
子
街
宝
玉
行
内
に
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
供
述
し
て
い
る
。
牛
四
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
丙
申
の
条
に

　
諭
軍
機
大
臣
等
。
昨
拠
畢
洗
奏
。
摯
獲
趙
金
海
難
趙
鈎
瑞
之
弟
。
牛
四
亦

　
伊
語
鵬
計
。
先
後
驚
帯
玉
石
。
赴
蘇
販
売
。
置
辮
貨
物
。
均
激
高
撲
一
案

　
干
渉
之
人
。
自
応
緯
獲
到
案
。
訊
究
明
確
。
帰
案
辮
理
。

と
あ
り
、
趙
鈎
瑞
の
彩
計
で
あ
る
。
粛
州
は
西
方
か
ら
運
び
来
る
玉

石
の
一
集
散
地
で
あ
り
、
玉
石
を
収
買
す
る
必
要
か
ら
、
趙
鈎
瑞
は

粛
州
人
牛
四
を
そ
の
輪
回
に
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
牛
王
は
趙
鈎

瑞
の
た
め
玉
石
を
蘇
州
に
運
ん
で
販
売
し
、
帰
途
に
は
物
貨
を
購
入

し
て
運
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
趙
鈎
瑞
の
玉
石
国
運
の
経
営
方
法
に

つ
い
て
は
、
　
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、
乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
辛
丑

の
条
に
、
興
味
深
い
記
載
が
あ
る
。

　
又
諭
。
拠
畢
玩
奏
。
楽
獲
趙
鈎
瑞
之
子
趙
世
保
。
究
出
伊
父
同
衛
良
弼
・

　
徐
盛
如
等
。
七
彩
販
玉
。
帯
往
南
方
貨
売
。
共
有
四
三
。
約
重
四
千
余
勧
。

　
毎
起
合
唱
人
数
。
多
寡
不
一
。
各
人
所
出
甘
葛
。
亦
多
寡
不
斉
。
玉
石
所

　
売
銀
両
。
照
股
分
収
。
共
心
売
出
蘇
平
準
銀
一
十
四
万
一
千
両
。
除
現
在

　
起
獲
既
記
保
貨
物
。
盛
会
票
銀
両
。
照
数
査
追
駆
。
其
供
出
之
同
影
各
人
。

　
四
過
銀
数
。
三
三
十
万
両
有
．
零
。
自
三
一
併
追
出
。
以
三
好
販
等
語
。

趙
鈎
瑞
の
子
壷
世
保
の
供
述
に
よ
る
と
、
趙
鈎
瑞
は
衛
良
弼
・
徐
盛

如
等
と
写
影
つ
ま
り
資
本
を
出
し
あ
っ
て
玉
を
私
清
し
、
こ
れ
を
南

方
（
お
そ
ら
く
揚
州
・
蘇
州
・
江
寧
等
の
大
都
市
）
に
運
ん
で
貨
売
し
て

い
た
。
と
も
に
四
群
あ
り
、
四
二
余
勧
の
玉
石
を
販
軽
し
た
。
毎
群

の
合
影
の
人
数
は
一
定
し
て
い
な
い
。
各
人
の
出
資
額
も
多
寡
ひ
と

し
か
ら
ず
、
玉
石
販
売
の
利
潤
は
股
に
照
し
て
分
配
す
る
。
売
上
額

は
十
四
万
一
干
両
、
分
配
額
は
十
万
余
両
あ
っ
た
と
い
う
。
出
資
者

の
数
が
分
ら
ぬ
か
ら
、
一
人
あ
た
り
ど
れ
だ
け
の
利
潤
が
あ
っ
た
か
、
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清代新船における玉石問題（佐伯）

分
ら
ぬ
が
、
し
か
し
相
当
利
益
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
合
彩
が
い
わ
ゆ
る
山
西
商
人
の
経
営
の
↓
つ
の
方
式
で
あ
っ

た
こ
と
が
、
こ
れ
で
判
明
す
る
。

　
　
　
3
　
家
人
季
福
と
山
西
商
人
雷
名
遠

　
高
潔
の
玉
石
至
聖
に
活
躍
し
た
も
う
一
人
の
家
人
は
李
福
で
あ
る
。

国
焼
は
国
是
莞
か
ら
単
車
勧
の
玉
を
運
ん
で
大
路
を
東
進
し
た
。

『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
辛
未
の
上
論
の
一
節

に　
又
諭
日
。
嘉
聡
関
為
新
彊
往
来
総
路
。
前
因
回
彊
大
玉
塊
。
間
隔
楡
販
内

　
地
弾
事
。
曾
諭
令
勒
爾
謹
。
玉
笹
硲
関
厳
行
査
詰
。
乃
李
福
櫨
帯
玉
石
数

　
千
触
。
装
載
車
輔
。
明
旦
張
胆
。
進
関
扇
町
。
関
口
員
役
。
詞
係
高
僕
幕

　
友
家
人
。
寛
不
査
看
。
即
行
言
過
。

と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
大
玉
塊
を
内
地
に
倫
販
す
る
者
が
あ

っ
た
の
で
、
嘉
三
関
で
厳
重
に
取
締
り
を
行
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
李
福
が
車
輌
に
数
干
働
の
玉
石
を
装
載
し
て
関
に
到
着
す
る
と
、

関
の
員
役
か
ら
質
問
を
う
け
た
。
高
僕
の
幕
友
家
人
で
あ
る
と
答
え

る
と
、
欽
差
の
威
権
に
お
そ
れ
を
な
し
て
か
、
査
検
も
行
な
わ
ず
、

直
ち
に
通
過
を
許
し
て
い
る
。
同
書
に
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
該
犯
等
載
玉
至
粛
州
。
乃
復
三
無
盤
詰
。
…
…
至
李
福
所
帯
玉
石
車
輌
。

　
拠
供
。
由
粛
向
岸
換
螺
頭
。
従
口
外
辺
堰
一
帯
行
走
。
至
山
西
扮
州
府
等

　
語
。

李
福
は
玉
石
を
載
せ
て
粛
州
に
達
し
た
が
、
こ
こ
で
も
何
ら
の
盤
詰

を
う
け
な
い
。
こ
こ
で
玉
石
を
車
か
ら
野
里
に
積
み
換
え
、
口
外
の

辺
培
一
帯
を
進
み
、
山
西
の
溌
州
府
に
到
着
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に

同
書
に
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
常
永
の
玉
車
が
阪
地
道
に
入
っ
た
こ

と
を
述
べ

　
此
一
路
亦
是
妊
徒
楡
玉
所
必
経
。
即
現
獲
之
呉
芭
洲
等
。
所
売
之
玉
一
千

　
余
鋤
。
即
其
明
証
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
一
路
は
玉
石
を
倫
濡
す
る
者
の
必
ず
経
由

す
る
道
で
あ
る
。
現
獲
の
私
選
商
入
選
芭
洲
も
そ
の
明
証
で
あ
る
と

い
っ
て
い
る
。
ま
た
李
福
お
よ
び
そ
の
完
結
し
て
い
た
山
西
出
身
の

蘇
州
の
玉
商
張
樂
（
一
名
名
遠
）
が
一
緒
に
玉
石
を
運
搬
し
た
道
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
『
実
録
』
に
見
え
て
い
る
。
そ
れ
を
表
示
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。

　
乾
隆
四
十
二
年
十
一
月
、
一
州
・
涼
州
↓
翌
年
二
月
初
、
山
西
鞍
徳
・
永

　
寧
・
溌
州
・
平
陽
↓
河
南
↓
臨
潅
関
↓
浦
口
換
船
↓
四
戒

　
由
測
安
一
路
、
四
月
初
、
続
道
↓
蘇
州

李
福
、
張
樂
は
野
州
涼
州
か
ら
江
寧
、
蘇
州
に
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
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鐙
革
一
帯
山
西
等
の
算
道
を
と
ら
ず
、
蘭
州
、
西
安
か
ら
裏
陽
に
出

で
、
漢
水
・
揚
子
江
を
利
用
す
れ
ば
、
容
易
に
し
か
も
早
く
到
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
李
福
・
張
璽
を
は
じ

め
滋
藤
瑞
・
呉
芭
洲
等
の
玉
石
倫
販
者
が
み
な
こ
ぞ
っ
て
陳
西
・
山

西
省
か
ら
内
地
に
入
り
、
こ
こ
か
ら
蘇
州
ぺ
と
下
っ
て
い
る
。
ま
た

上
諭
に
も
こ
の
道
が
玉
石
倫
販
者
の
常
道
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

何
故
に
玉
石
梅
園
老
は
陳
西
・
山
西
路
を
と
っ
て
内
地
に
入
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
張
難
、
一
風
瑞
が
い
わ
ゆ
る
山
西
商
人
で
あ
る
よ
う

に
、
玉
石
商
人
に
は
山
西
商
人
が
多
い
か
、
ま
た
は
山
西
商
人
と
関

係
の
あ
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
推

察
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
玉
石
の
販
売
に
お
い
て
も
、
山
西
商

人
が
大
い
に
活
躍
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
李
福
は
江
寧
に
到
着
す
る
と
、
高
撲
が
両
江
総
督
高
習

の
親
姪
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
、
沿
路
無
事
通
過
し
て
蘇
州
に
至
り
、

玉
石
を
讐
嘉
し
よ
う
と
し
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十

三
年
十
月
壬
戌
の
上
瓦
に

　
墨
糸
。
前
以
高
撲
家
人
李
福
赴
蘇
。
借
辮
貢
功
名
。
讐
売
玉
石
。
路
過
江

　
寧
。
投
函
爆
雷
。
高
無
難
不
良
詰
。

と
あ
る
よ
う
に
、
李
福
が
蘇
州
に
赴
く
の
は
辮
貢
の
た
め
で
あ
る
と
、

高
晋
に
家
書
を
投
遽
し
た
の
で
、
高
下
は
こ
れ
を
信
じ
て
李
福
を
究

毒
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
書
に
は
、
こ
れ
に
続
い
て
い
う
。

　
昨
拠
薩
載
等
奏
。
已
樂
獲
李
福
。
拠
供
今
年
三
月
内
。
由
浦
口
坐
船
。
到

　
江
寧
投
信
。
並
呈
玉
的
皮
海
鼠
件
。
告
知
高
奮
。
往
蘇
州
購
買
玉
器
等
語
。

つ
ま
り
辮
貢
と
は
上
裳
が
天
子
の
聖
節
あ
る
い
は
四
季
の
節
日
な
ど

に
玉
器
等
を
貢
納
す
る
を
い
う
。
李
福
は
そ
の
玉
器
を
購
入
す
る
た

め
に
蘇
州
に
行
く
と
、
高
晋
に
投
信
し
て
沿
路
検
閲
無
用
の
護
牌
を

　
　
　
　
　
　
　
⑭

入
手
し
た
の
で
あ
る
。
在
京
の
王
公
大
臣
、
督
撫
、
適
期
等
の
高
官

に
は
こ
の
慣
例
が
あ
っ
た
が
、
高
僕
に
は
ま
だ
そ
の
資
格
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
戌

の
上
諭
の
一
節
に

　
高
僕
官
僅
〔
兵
部
〕
侍
郎
。
職
分
不
応
進
貢
。
何
必
聴
人
跡
蘇
。
置
辮
玉

　
器
。

と
見
え
、
高
僕
の
官
は
兵
部
侍
郎
で
あ
る
か
ら
、
職
分
と
し
て
進
貢

す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
、
何
故
人
を
蘇
州
に
遣
わ
し
て
玉

器
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
、
上
諭
は
述
べ
、
さ
ら
に
続
け
て
、

高
覧
は
当
然
李
福
を
詰
問
し
、
そ
の
船
隻
行
李
を
盤
許
す
べ
き
で
あ

る
の
に
、
そ
れ
を
や
ら
な
か
っ
た
の
は
、
高
撲
は
そ
の
親
姪
で
あ
り
、

心
に
祖
毒
し
、
ま
た
高
撲
は
そ
の
叔
高
斌
の
孫
で
あ
る
こ
と
を
考
え
、
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こ
れ
を
保
全
し
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
結
ん
で
い
る
。

　
か
く
て
李
福
は
無
事
蘇
州
に
到
着
す
る
と
、
山
西
出
身
の
玉
商
張

国
遠
（
張
襲
）
の
家
に
投
宿
し
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆

四
十
三
年
十
月
己
未
の
条
に

　
戴
拠
伊
齢
阿
奏
称
。
査
得
本
年
三
月
内
。
有
所
客
階
名
遠
。
従
口
外
来
蘇
。

　
後
来
四
月
間
。
有
高
撲
家
人
李
姓
等
。
住
在
他
家
。
蜷
賦
物
料
甚
多
。
約

　
値
墨
銀
数
十
万
両
。

と
見
え
る
。
こ
こ
に
李
姓
と
あ
る
は
李
福
に
聞
違
い
な
く
、
彼
は
数

十
万
両
に
及
ぶ
玉
石
を
携
帯
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
玉
石
を
張
塗
と

鵬
通
し
て
販
売
し
た
。
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十

月
丁
卯
の
条
に

　
李
福
・
張
．
璽
在
在
。
串
同
彩
態
玉
石
。
得
価
至
十
二
万
八
千
余
両
之
多
。

と
あ
り
、
蘇
州
で
は
十
二
万
八
千
余
両
の
玉
石
を
販
売
し
て
い
る
。

玉
石
の
倫
販
に
際
し
て
は
張
名
遠
の
ほ
か
、
有
力
な
援
助
者
が
い
た
。

『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
丁
未
の
条
に

　
諭
軍
機
大
臣
等
。
昨
拠
大
学
士
公
阿
縫
等
奏
。
査
抄
高
撲
家
産
。
其
家
信

　
内
。
有
家
人
李
禰
。
差
回
内
地
辮
嘉
。
冬
底
可
以
到
京
之
語
。
…
…
菰
復

　
閲
其
一
重
内
。
尚
有
辮
事
熊
先
生
。
今
年
冬
三
重
可
到
三
等
語
。
自
称
熊

　
姓
。
既
係
伊
辮
事
之
人
。
其
到
京
之
期
。
与
李
福
相
椀
。
或
同
追
福
真
平

　
州
江
寧
。
亦
未
可
定
。

と
あ
り
、
熊
先
生
な
る
者
が
い
て
、
李
福
の
玉
石
販
売
を
と
も
に
処

理
し
て
い
た
。
こ
の
熊
先
生
に
つ
い
て
は
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、

乾
隆
四
十
三
年
九
月
己
酉
の
上
諭
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て

い
る
。

　
論
軍
機
大
臣
等
。
拠
阿
桂
等
奏
。
翌
翌
葛
巻
之
子
熊
鶴
齢
。
拠
供
。
伊
父

　
熊
派
係
鎮
江
出
隅
寄
生
。
充
四
庫
館
謄
録
。
高
撲
赴
葉
爾
零
時
。
随
往
代

　
管
筆
札
等
事
。
上
年
高
僕
寄
給
伊
父
銀
両
。
代
掴
州
同
職
街
。
今
年
三
月

　
土
塗
。
既
往
鎮
江
酔
興
等
語
。

大
学
士
阿
桂
等
が
熊
姓
の
子
熊
鶴
野
を
訊
問
し
た
時
の
供
述
に
よ
る

、
と
、
彼
の
父
は
熊
灘
と
い
い
、
鎮
江
の
旗
人
出
身
の
書
生
で
あ
り
、

四
庫
館
の
謄
録
に
充
て
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
山
導
が
葉
爾
莞
に

出
差
す
る
と
き
、
随
従
し
て
筆
立
を
愚
管
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

上
年
、
高
志
は
父
の
た
め
に
銀
両
を
出
し
、
州
同
の
職
街
を
代
注
し

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
今
年
三
月
、
葉
爾
莞
か
ら
都
に
か
え
り
、
葬

墳
の
た
め
直
ち
に
鎮
江
に
行
っ
た
と
。
阿
桂
等
は
葬
墳
に
か
こ
つ
け
，

て
蘇
州
あ
る
い
は
江
寧
に
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
果
し
て
そ

の
推
察
の
通
り
で
あ
っ
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三

年
九
月
季
の
条
に
　
　
　
　
　
　
　
圃

　
今
又
続
訊
熊
鶴
齢
供
称
。
伊
父
本
同
李
福
。
欲
往
蘇
州
販
売
玉
石
。
行
至
　
　
4
7

’



　
・
扮
州
。
因
墨
東
行
存
住
。
後
号
病
疫
到
京
。
即
於
閏
六
月
内
。
程
赴
蘇
州
。

　
儲
同
李
福
二
鋤
鍋
子
等
語
。

と
あ
り
、
熊
濠
は
蘇
州
に
お
け
る
千
態
の
玉
石
販
売
を
援
助
す
る
た

め
に
、
葉
爾
莞
か
ら
か
え
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
溌
州
で
病
気
に
か

か
っ
た
。
病
気
が
快
癒
す
る
や
、
一
応
都
に
か
え
り
、
闊
六
月
に
は
、

す
で
に
蘇
州
に
赴
き
、
出
展
の
玉
石
歯
舌
を
雑
縦
し
た
こ
と
を
、
熊

鶴
齢
は
つ
い
に
白
状
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
州
地
方
に
お
け
る
玉
石
の

販
売
は
相
当
大
掛
り
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
手
が
足
り
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
一
方
、
追
福
だ
け
に
任
せ
て
お
け
ば
、
不
正
も
す

る
。
こ
れ
を
監
視
す
る
意
味
か
ら
、
高
野
の
相
当
信
傾
し
て
い
た
子

飼
い
の
誓
書
を
差
し
向
け
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
李
福
の
玉
石
販
売
に
、
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
り
を
演

じ
た
の
が
張
攣
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
張
襲
に
つ
い
て
は
、
　
『
実
録
』

巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
丁
卯
の
条
に

　
又
穂
。
拠
楊
魁
覆
奏
。
査
塀
高
曇
家
人
李
福
。
及
影
売
商
人
張
攣
等
因
一

　
摺
。
所
称
飛
薦
張
醗
原
籍
山
西
藩
臣
。
査
封
該
犯
賀
財
之
処
。
云
云
。

と
見
え
、
山
西
出
身
の
商
人
で
あ
る
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、

乾
隆
四
十
　
二
年
十
月
辛
酉
の
条
に

　
其
張
璽
一
犯
。
即
係
伊
齢
阿
所
奏
之
張
名
瀬
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
名
門
と
同
人
で
あ
る
。
彼
は
さ
き
に
ふ
れ
た
ご

と
く
乾
隆
四
十
三
年
四
月
、
口
外
か
ら
蘇
州
に
帰
っ
た
と
あ
る
よ
う

に
、
自
ら
も
新
羅
に
出
か
け
て
玉
石
を
収
精
し
て
い
た
。
都
対
が
彼

の
銀
両
七
千
両
を
借
り
た
ま
ま
死
亡
し
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
が
、

そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
張
灘
は
自
ら
も
玉
石
の
買
入
れ
に
出
か
け
、
ま
た
学

帽
か
ら
も
玉
石
を
受
け
入
れ
、
協
同
し
て
阪
翻
し
て
い
た
。
蘇
州
に

は
彼
と
意
を
通
じ
た
質
商
が
多
く
い
た
ら
し
い
。
　
『
実
録
』
結
納
〇

六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
癸
未
の
条
に
は

　
査
訊
張
藁
同
彩
築
庭
安
口
供
尊
称
。

と
あ
り
、
蘇
州
の
同
魑
に
爲
致
安
な
る
玉
商
の
い
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
ま
た
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
己
未
の

上
諭
に
は

　
今
張
名
遠
。
敢
与
高
書
家
人
勾
通
。
公
同
作
弊
。
則
不
可
不
審
明
重
治
。

　
但
其
罪
亦
虫
垂
張
名
遠
。
其
従
張
名
遠
手
内
転
讐
之
人
愚
論
。
恐
現
在
蘇

　
州
玉
鋪
。
皆
不
能
免
。
若
因
二
野
鰻
転
根
究
。
必
致
擾
累
衆
人
。

と
あ
り
、
蘇
州
に
は
張
郎
等
の
玉
石
を
転
売
す
る
玉
器
が
多
く
あ
る

だ
ろ
う
が
、
玉
石
倫
販
の
罪
は
、
張
名
遠
一
人
に
止
め
よ
と
い
っ
て

い
る
。
張
名
遠
の
玉
石
販
路
は
蘇
州
に
止
ら
な
い
。
北
京
、
揚
州
、

48　（630）



清代新彊における玉石問題（佐伯）

江
寧
そ
の
他
の
大
都
市
に
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
揚
州
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
が
、
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
癸

未
の
条
に
は

　
〔
巴
延
三
〕
尋
奏
。
粛
州
道
陳
之
錠
。
旧
有
長
田
手
旗
福
。
現
已
壁
隣
出

　
口
。
訊
拠
管
門
家
人
供
称
。
上
年
婁
無
調
。
曾
買
見
張
璽
玉
石
。
侯
啓
提

　
該
犯
到
甘
藷
辮
。
報
聞
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
名
遠
は
甲
州
道
陳
駅
馬
の
長
随
衷
添
福
に
も
玉

石
を
買
面
し
て
い
る
。
粛
州
道
陳
之
錠
が
買
い
あ
げ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
こ
の
陳
之
錠
自
身
が
玉
石
を
愉
軽
し
て
い
た
ら
し
く
、

『
実
録
』
巻
二
〇
七
五
、
乾
隆
四
十
四
年
正
月
甲
寅
の
条
に

　
又
質
。
拠
勒
爾
謹
奏
。
安
粛
軍
測
量
鐙
。
営
門
家
人
婁
晒
堂
即
右
筆
福
。

　
樹
葉
爾
詫
。
陸
続
交
錯
高
撲
家
人
沈
泰
金
銀
綱
鍛
等
物
。
該
犯
跡
微
賎
長

　
随
。
安
得
有
此
賀
本
。

と
あ
り
、
管
門
家
人
嚢
添
福
を
葉
善
言
に
遣
わ
し
、
高
撲
の
家
人

沈
泰
に
金
銀
綱
鍛
を
渡
し
て
玉
石
を
買
入
れ
さ
せ
て
い
る
。
因
み
に

実
録
で
は
女
運
福
を
長
随
と
い
い
里
門
家
人
と
も
い
っ
て
い
る
。
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

者
は
本
質
的
に
は
や
や
相
違
が
あ
る
が
、
清
代
に
は
こ
の
例
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
殆
ん
ど
同
じ
意
味
に
使
用
し
て
い
る
。
管
門
家
人
と

は
塚
人
の
う
ち
、
主
人
の
玄
関
を
管
理
す
る
家
人
で
あ
る
。
い
ま
引

用
し
た
癸
未
の
条
で
は
、
管
門
家
人
を
奏
上
と
も
い
い
か
え
て
い
る

が
、
間
じ
も
の
で
あ
る
。

　
張
名
遠
の
販
路
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
『
実
録
』
巻
一
〇
七
〇
、

乾
隆
四
十
三
年
十
一
月
戊
子
の
条
に

　
諭
。
本
日
拠
〔
山
西
巡
撫
〕
巴
延
三
奏
。
起
男
盛
璽
同
黒
甜
阪
之
衛
全
義
。

　
寄
売
各
玉
器
。
内
有
玉
如
意
一
枝
。
票
開
価
銀
四
千
両
。

と
あ
り
、
山
西
に
も
及
ん
で
い
る
。
虫
西
は
彼
の
郷
里
で
あ
る
か
ら
当

然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
同
彩
の
衛
全
義
か
ら
一
箇
四
千
両
も
す

る
玉
如
意
を
含
む
玉
器
の
寄
託
を
う
け
て
販
売
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
張
名
遠
は
全
国
の
至
る
所
に
販
路
を
も
っ

た
有
力
な
玉
商
で
あ
っ
た
。
帯
磁
遠
は
無
蓋
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

沿
路
の
盤
詰
を
免
れ
、
有
力
な
官
僚
や
豪
商
に
も
関
係
を
つ
け
る
こ

と
が
で
き
、
諸
種
の
便
宜
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
高
僕

の
家
人
李
福
も
ま
た
罪
名
遠
の
協
力
を
得
て
、
玉
石
を
巧
み
に
ル
ー

ト
に
流
す
こ
と
が
で
き
た
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
豊
島
は
蘇
州

に
お
い
て
、
張
思
至
の
協
力
の
も
と
に
、
十
二
万
八
千
余
両
の
玉
石

を
愉
販
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
密
売
に
対
し
て
蘇
州
予
研
楊
魁

は
査
摯
奏
辮
し
な
か
っ
た
。
　
『
実
録
』
巻
｝
〇
六
八
、
乾
隆
四
十
三

年
十
月
己
未
の
条
に
は
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又
諭
。
前
以
高
僕
家
人
李
福
運
。
謎
謎
玉
石
。
販
運
蘇
州
筈
売
。
該
撫
楊

　
魁
。
並
不
査
摯
奏
辮
。
甘
心
絢
隠
。
已
降
旨
令
其
明
白
圓
奏
夷
。

と
あ
り
、
そ
の
理
由
を
明
白
に
楊
魁
に
回
奏
さ
せ
よ
と
旨
を
降
し
て

い
る
。
李
福
は
江
蘇
巡
撫
楊
魁
と
も
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
蘇
州
で
多
額
の
玉
石
を
倫
販
し
た
李
福
は
、
余
貨
を
ま
と
め
て
北

上
し
た
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
乾
乳
四
十
三
年
十
月
己
未
の
上

論
の
一
節
に
は

　
李
編
等
於
九
月
中
。
乗
坐
大
船
。
装
載
箱
籠
四
十
余
隻
。
張
掛
高
模
兵
部

　
左
堂
旗
号
。
必
由
濡
羅
関
経
過
。
舘
文
管
理
関
務
。
船
隻
過
関
時
。
貴
有

　
童
不
査
検
貨
物
上
税
。
聴
其
連
機
北
上
之
理
。
抑
係
討
関
免
税
。
径
行
放

　
過
。
二
者
必
居
一
嘗
此
。
欝
文
乃
敢
三
下
河
曲
。
不
行
参
奏
。
其
罪
実
無

　
可
遮
。

と
見
え
る
。
す
な
わ
ち
李
福
は
九
月
中
に
、
大
船
に
乗
り
こ
み
、
玉

石
等
を
入
れ
え
四
十
余
の
箱
を
装
毒
し
、
船
に
は
高
風
の
兵
部
左
堂

の
旗
号
を
高
く
か
か
げ
、
潜
壁
関
を
経
由
し
て
北
上
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
時
、
関
務
は
蘇
州
落
暉
監
督
の
斜
文
が
兼
務
し
て
い
た
。
船
が

税
関
を
通
過
す
る
時
、
婿
文
は
貨
物
を
査
検
し
て
税
を
と
ら
ず
、
連

橋
北
上
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
高
撲
の
兵
部
左
堂
の
旗
号
を
恐
れ
、

あ
る
い
は
高
撲
の
撃
高
晋
が
両
江
総
督
の
任
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
の

勢
力
に
畏
れ
を
な
し
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
李

福
が
諺
文
に
う
ま
く
裏
面
か
ら
取
り
入
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ

ろ
う
。
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
甲
戌
の
上
諭

の
一
節
に

　
伊
（
舘
文
）
承
辮
玉
器
。
常
有
玉
匠
往
来
。
若
輩
声
息
相
通
。

と
見
え
、
紆
文
は
玉
器
を
承
害
す
る
こ
と
か
ら
、
玉
匠
の
往
来
が
あ

り
、
こ
れ
と
は
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。
李
福
は
こ
う
い
う
関
係
を

見
ぬ
き
、
玉
器
を
紆
文
に
贈
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
同
書
に
は
こ
れ

に
続
い
て

　
李
西
新
三
時
。
経
軍
機
大
臣
訊
問
。
拠
供
。
部
将
高
距
名
粘
。
及
高
晋
所

　
給
護
牌
。
到
織
子
衙
門
。
記
文
令
山
開
単
。
代
為
上
税
。
供
詞
卸
町
。

と
あ
り
、
李
福
を
捕
え
都
に
解
到
し
て
軍
・
機
大
臣
が
訊
聞
し
た
時
、

次
の
よ
う
に
供
述
し
て
い
る
。
革
質
の
名
帖
と
高
専
が
支
給
し
た
護

牌
を
も
っ
て
織
造
衙
門
の
野
饗
の
所
に
行
っ
た
時
、
爺
文
は
彼
に
所

要
の
こ
と
を
単
に
書
き
入
れ
さ
せ
、
代
わ
り
に
税
金
を
出
し
て
く
れ

た
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
李
福
と
織
造
衙
門
監
督
の
欝
文
と

は
密
接
な
関
聯
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
李
福
の
北
上
の
一
つ
の
目
的
は
、
揚
州
に
お
い
て
玉
石
を
倫
曝
す

る
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
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月
戊
申
の
条
に

　
高
命
之
父
高
憧
。
曾
任
塩
政
。
或
因
揚
州
落
縁
商
人
。
均
係
伊
里
旧
時
熟

　
識
。
遣
李
福
等
前
往
該
処
。
態
売
玉
器
。
亦
未
定
定
。

と
あ
り
、
高
僕
の
父
の
高
恒
は
曾
て
塩
政
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が
あ

る
の
で
、
揚
州
の
塩
商
の
う
ち
に
は
、
高
恒
の
熟
知
の
者
が
多
く
い

る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
李
福
は
そ
の
縁
故
を
た
ど
り
、
揚
州
に
行

き
玉
器
を
讐
齢
す
る
か
も
し
れ
ぬ
と
、
大
学
士
の
阿
桂
は
い
っ
て
い

る
が
、
こ
の
推
察
は
正
鵠
を
得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
趙
鈎
瑞
の
彩
計
牛
四
も
揚
州
梗
子
街
の
宝
玉
行
内
に
長

く
滞
在
し
て
玉
石
売
込
み
の
交
渉
に
当
っ
て
い
る
。
ま
た
『
実
録
』

巻
一
〇
七
〇
、
生
塗
四
十
三
年
十
一
月
丙
申
の
条
に

　
此
等
大
玉
器
皿
如
意
。
非
売
給
塩
商
。
即
筈
与
督
撫
。

と
あ
り
、
大
玉
器
皿
や
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
一
個
四
干
両
も
す

る
如
意
は
、
塩
商
に
売
る
に
非
ざ
れ
ば
、
督
撫
に
売
り
つ
け
る
と
い

っ
て
い
る
。
粛
粛
は
督
撫
等
の
大
官
と
と
も
に
玉
商
の
重
要
な
得
意

で
あ
っ
た
。

　
塩
商
が
玉
器
を
購
入
す
る
の
は
、
彼
等
自
身
の
制
禦
生
活
の
た
め

で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
督
撫
や
塩
政
等
の
高
官
に
献
ず
る
た

め
で
あ
っ
た
。
『
清
史
稿
』
巻
一
二
九
「
食
貨
志
」
に
は

　
嘉
慶
四
年
。
命
停
各
省
塩
政
中
秋
節
貢
物
α

と
あ
り
、
中
秋
節
に
は
各
省
の
塩
政
は
貢
物
を
進
上
す
る
の
が
慣
例

で
あ
っ
た
。
と
く
に
両
罰
塩
政
等
は
、
添
書
に

　
〔
嘉
慶
〕
二
十
五
年
。
命
停
学
倉
橋
貢
折
価
銀
。

と
あ
る
よ
う
に
、
高
価
な
玉
器
を
献
上
し
て
い
た
ら
し
い
。
後
に
は

そ
れ
が
折
価
銀
に
変
っ
た
。
そ
の
額
が
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
　
『
東
華
続
録
』
道
光
巻
一
四
、
道
光
六
年
十
月
甲
子
の
条
に

　
朕
御
冠
之
初
。
已
将
毎
年
〔
両
潅
〕
玉
貢
折
価
銀
両
。
停
其
交
納
。
並
免

　
節
年
未
盲
嚢
報
累
世
銀
一
菖
六
十
余
万
両
。

と
あ
り
、
道
光
帝
が
即
位
し
た
初
、
未
納
の
玉
貢
銀
が
百
六
十
余
万

両
あ
り
、
こ
れ
を
免
除
し
た
と
い
う
か
ら
、
毎
年
相
当
額
の
玉
無
折

価
銀
が
貢
進
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
か
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
当
初

憂
慮
し
た
玉
器
は
相
当
高
価
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
負
担
が
塩
商
に
負
わ
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

こ
う
い
う
わ
け
で
揚
州
は
玉
器
の
も
っ
と
も
重
要
な
販
路
の
一
つ
で

あ
っ
た
。

　
面
懸
は
揚
州
に
お
け
る
取
引
き
が
終
る
と
一
路
北
上
し
た
。
北
京

は
お
そ
ら
く
最
大
の
販
路
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
『
実
録
』
巻
一
〇

六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
申
の
条
に
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又
諭
。
拠
軍
機
大
臣
審
訊
高
撲
家
人
李
福
供
称
。
従
蘇
州
起
身
。
…
…
至

由
閲
∵
揚
関
。
曾
池
早
世
。
到
潅
関
盤
獲
。
…
…
寅
著
帆
敢
将
高
留
所
給

護
牌
収
去
。
意
欲
消
翼
。
配
属
無
情
胆
大
。
至
薩
載
。
尚
厩
暁
事
之
人
。

…
…
乃
寛
匿
不
上
聞
。
止
顧
糧
護
同
宮
。
不
復
知
有
国
法
。
初
不
三
三
載

寛
至
於
此
。

と
あ
り
、
李
福
は
蘇
州
を
大
船
に
乗
っ
て
出
発
し
て
か
ら
由
閾
・
揚

関
を
経
由
し
た
が
、
こ
こ
で
も
盤
詰
が
な
く
、
無
事
潅
関
に
到
着
し

た
。
し
か
し
、
つ
い
に
濫
関
監
督
寅
著
に
盤
獲
さ
れ
た
が
、
寅
著
は

葛
煮
の
支
給
し
た
護
牌
を
収
去
し
て
、
事
実
を
消
滅
し
よ
う
と
し
た
。

江
南
河
道
総
督
薩
載
も
ま
た
事
件
を
知
悉
せ
る
に
拘
わ
ら
ず
上
聞
せ

ず
、
同
官
を
祖
護
し
ょ
う
と
計
っ
て
い
る
。

六
、
む
　
す
　
び

　
か
よ
う
に
学
僕
の
玉
石
倫
販
に
は
多
数
の
官
僚
や
商
人
、
郷
紳
、

家
人
等
が
こ
れ
に
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
玉
石
は
新
駆
か
ら
内
地
に

運
搬
さ
れ
、
そ
の
販
路
は
広
範
に
亘
っ
て
い
た
の
で
、
関
係
者
も
多

数
に
上
っ
て
い
た
。
軍
機
処
を
中
心
に
こ
の
事
件
が
調
査
さ
れ
、
事

件
の
全
貌
が
明
る
み
に
出
る
と
、
い
も
ず
る
式
に
多
数
の
者
が
樂
獲

さ
れ
処
罰
を
受
け
た
。
高
撲
は
直
ち
に
現
地
で
処
刑
さ
れ
、
そ
の
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

骸
を
内
地
に
携
え
回
る
こ
と
さ
え
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件

を
直
接
担
当
し
た
家
人
の
李
福
・
常
永
、
沈
泰
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

高
僕
と
結
託
し
て
い
た
山
西
商
人
潮
雲
遠
、
引
違
の
趙
鈎
瑞
も
厳
罰

に
処
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
事
件
に
関
係
し
、
高
僕
に
四
三
を
懲

漁
し
た
回
族
の
阿
奇
木
伯
克
阿
布
都
請
庫
爾
和
卓
等
、
監
督
の
地
位

に
あ
り
な
が
ら
寒
心
に
加
わ
っ
た
侍
野
芝
克
託
等
、
監
督
の
地
位
に

あ
り
、
こ
れ
を
緊
附
し
な
か
っ
た
布
政
使
署
理
巡
撫
の
淑
宝
、
南
開

の
畢
玩
、
両
江
総
督
高
晋
、
蘇
州
織
造
監
督
稽
古
、
下
関
監
督
断
書
ら
、

そ
の
他
多
数
の
官
僚
が
監
督
不
行
届
き
で
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
乾
隆
時
代
に
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
、
一
干
万
両
を
越
え
る
塩
務

の
疑
獄
事
件
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
揚
州
の
塩
煮
と
塩
運
使
や
中
央
の

高
官
も
関
係
し
て
い
た
。
高
撲
の
父
高
恒
も
こ
の
事
件
に
連
坐
し
て

　
　
　
　
　
　
⑰

処
刑
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
乾
隆
時
代
も
後
半
期
に
移
る
と
、

多
く
の
疑
獄
事
件
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
は
必
ず
満
洲
出
身
の
高

官
が
参
画
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
満
洲
民
族
は
支
配
者
で
あ

る
か
ら
、
重
大
な
疑
獄
事
件
に
関
連
を
も
つ
の
は
、
当
り
ま
え
の
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
満
洲
人
は
往
年
の
素
朴
な
尚
武

の
気
性
を
消
失
し
て
、
贅
沢
な
生
活
を
享
楽
す
る
輸
入
の
士
大
夫
と

殆
ん
ど
変
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
生
活
が
心
移
化
す
る
と
、
政
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府
か
ら
の
給
与
で
は
生
活
を
支
え
き
れ
な
い
ひ
ど
う
し
て
も
自
ら
金

儲
け
の
手
段
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
い
う
時
期
に

も
っ
と
も
つ
け
ね
ら
わ
れ
る
の
は
、
彼
等
の
政
治
上
に
有
す
る
高
い

地
位
で
あ
る
。
乾
隆
時
代
に
は
外
国
銀
が
多
量
に
流
入
し
、
社
会
は

好
景
気
に
湧
い
て
い
た
。
揚
州
の
塩
商
や
山
西
出
身
の
諸
商
人
が
も

っ
と
も
活
躍
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
た
だ
商
人
が
こ
う
い
う

時
代
で
も
巨
利
を
博
そ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
政
権
と
結
び
つ

き
、
そ
の
庇
護
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
諸
種
の
利
権
の

闇
取
引
き
が
行
わ
れ
、
疑
獄
が
続
出
し
た
の
で
あ
る
。
利
権
の
闇
取

引
き
を
広
く
や
る
に
は
、
よ
ほ
ど
信
頼
す
る
に
足
る
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
が

要
求
さ
れ
る
。
こ
の
必
要
か
ら
家
人
な
る
老
が
活
躍
す
る
こ
と
に
な

る
。
さ
き
に
の
べ
た
塩
務
の
疑
獄
事
件
に
お
い
て
中
間
に
立
っ
て
働

い
た
の
は
家
人
で
唱
っ
た
が
、
高
師
の
玉
石
愉
販
事
件
に
お
い
て
も

そ
の
主
役
は
三
人
の
家
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
事
件
に
お
い
て
は

山
西
商
人
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
。
清
朝
の
興
起
以
来
、
山

西
商
人
は
政
府
の
財
政
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
い
た
が
、
満
洲
出

身
の
高
宮
の
経
済
に
も
、
や
は
り
山
西
商
人
が
重
大
な
関
聯
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
山
西
商
人
は
、
清
朝

政
権
と
は
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
よ

う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
α

　
①
玉
は
中
国
内
地
で
も
産
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
『
清
稗
類
書
』
巻
本
西
「
商
品
」

　
　
の
条
に

　
　
　
玉
産
陳
西
之
西
安
。
雲
南
之
激
江
。
新
張
之
二
物
・
和
闘
州
。

　
　
と
あ
り
、
映
西
の
西
安
、
雲
南
の
激
江
に
も
産
す
る
が
、
史
上
に
は
あ
ま
り
現
わ

　
　
れ
な
い
。
量
産
が
僅
少
な
た
め
か
、
あ
る
い
は
そ
の
開
採
が
ず
っ
と
後
世
に
あ
る

　
　
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
②
宮
崎
市
定
『
東
洋
的
近
世
』
「
中
國
近
世
の
政
治
」

　
③
拙
稿
「
清
代
に
お
け
る
坐
省
の
家
人
」
（
『
田
村
博
士
頸
寿
東
洋
史
論
叢
』
所
収
）

　
④
『
清
史
列
伝
』
巻
一
六
、
高
撲
伝

　
⑤
同
書
、
高
斌
、
高
恒
、
高
撲
伝

　
⑥
『
清
高
宗
実
録
』
巻
一
〇
六
八
、
興
隆
四
十
三
年
十
月
戊
午
、
上
掌
中
の
一
節

　
　
　
今
年
三
月
。
那
二
二
故
。
高
曇
即
奏
講
以
郷
対
之
子
邪
斯
璃
。
接
辮
三
論
町

　
　
　
奇
木
伯
克
事
。
朕
以
為
若
如
此
。
父
子
糧
継
辮
事
。
魔
似
葉
爾
禿
之
阿
奇
木
。

　
　
　
為
三
家
世
職
。
久
之
与
唐
時
藩
鎮
何
異
。
因
将
色
二
巴
爾
第
。
調
至
該
処
。
以

　
　
　
騨
二
恩
調
赴
喀
宵
鳴
爾
。
写
歴
為
回
部
署
克
。
防
徴
杜
漸
。

　
⑦
『
笑
録
』
巻
［
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
戊
申
の
条
、
上
諭
の
一
節

　
　
　
至
摺
内
尚
有
玉
出
高
二
二
兵
部
宋
姓
借
銀
～
節
。
高
撲
係
兵
部
侍
郎
。
乃
与
属

　
　
　
員
借
貸
群
盗
。
与
受
脇
道
応
得
之
罪
。

　
⑧
『
実
録
』
巻
一
〇
六
七
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
甲
寅
上
諭

　
⑨
同
註
④

　
⑩
拙
稿
「
清
代
の
侍
衛
に
つ
い
て
1
君
主
独
裁
権
研
究
の
一
酌
一
」
（
『
東
洋

　
　
史
研
究
』
二
七
、
二
）

　
⑪
　
拙
稿
「
三
代
の
郷
約
・
地
保
に
つ
い
て
i
清
代
地
方
行
政
の
一
納
1
」

　
　
（
『
東
方
学
』
二
八
）

　
⑫
　
拙
稿
「
清
朝
の
興
起
と
山
西
商
人
」
（
『
社
会
文
化
史
学
』
｝
）
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⑬
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
己
卯
条

⑭
『
実
録
』
巻
一
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
午
条

　
　
戴
拠
寅
薯
毒
血
牌
白
白
。
閲
牌
内
称
。
按
准
欽
差
駐
鷹
匠
庭
焼
山
事
大
臣
高
札

　
　
知
。
現
漁
家
人
礫
親
等
来
粥
。
到
蘇
辮
理
貢
物
。
発
給
勲
爵
。
以
免
沿
途
盤
詰

　
　
等
語
。

　
『
実
録
』
巻
～
〇
六
九
、
乾
隆
四
十
三
年
十
月
壬
申
条

⑮
宮
崎
布
定
「
清
代
の
胃
吏
と
幕
友
一
特
に
雍
正
朝
を
中
心
と
し
て
i
」
一

　
○
百
ハ
）
『
｛
果
洋
史
研
究
』
　
一
山
ハ
、
　
四
門
）

⑯
　
　
『
廠
弐
㎞
録
』
　
一
〇
山
ハ
九
、
乾
隆
陣
四
十
ゴ
…
由
志
一
月
乙
亥
条

⑰
拙
稿
「
霊
代
に
お
け
る
臨
猫
の
疑
獄
に
つ
い
て
」
（
『
爽
方
縦
』
ゴ
　
二
）

　
本
稿
は
文
部
省
総
合
研
究
費
交
付
に
よ
る
研
究
「
明
清
暗
代
に
お
け
る
基
礎
的
総

　
合
的
研
究
」
作
成
中
の
一
副
産
物
で
あ
る
。
昭
和
四
十
五
年
八
月
十
七
日
稿
了
。

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
教
授
・
京

54　（636）



About　the　Agricultutal　Technique　in　Laf－shih－ch’un－ts’iu－shangnztng

　　呂氏春秋上農and’0亡her　Three　Volumes　for．the　Third　Time

　　　　　by

　　　　　　ハ
Riichi　Oshima

　　this　article　introduces　the　essay　by　Prof．　Song　Ki　Min関成基of

Korea“A　Study　of． `gricultural　Art　i．n　Lti－shih－ch’un・ts’ia呂氏春秋”

with　some　opinion　of　the　writer．　According　to　Mr．　Min　in　the　cultivation

of　Ldi－shih－clz’un－ts’iu呂氏春秋the　way　of　making　a　ridge　of　Qne　Mou畝

three　Ch’uan棚l　had　been　carried　into　effect，　but　the　width　of　Ch’uan

made　by　eight　Ts’Mn寸Szu紹in　the　volume　of　12n－ti任地is　eight

TS’un　and　that　of　Lung　beE　one　Ch’th　」〈L　two　Ts’un　and　in　the　way　of

sawlng　ShangLt’ien上田is　planted　by　Oh’mpn－clzecng－po－c12ung剛中播種

and　Hsia－t’ien下田by　Lung－shang－Po一説π％g野上播種．

　　On　the　contrary，　rny　opinion　is　that　1：mou・san－ch’uan　一畝三剛il　theory

should　be　agreed　upon，　but　the　widths　of　Ch’uan　and　Lung　wa　consist　in

the　standard　of　one　Ch’ih　；　and　the　sawing　in　the　volume　of　len－ti　should

be　agreed　upon，　but　圭n　the　volume　of　Pien－t’es　野土．　both　Shang－t’ien

and　Hsia－t’ien　be　p｝anted　by　Lung－shang－Po－chang．　・

Jade－plot．in　Sin－cleiang新地of　the　Ts’in8清Dynasty

by

Tomi　Saeki

　　Mancourians，　especially　the　officials　of　high－rank，’　in　a　hundred　years

after　immigration　into　China　would　enjoy　their　luxurious　modern　iiving

like　Chinese：　therefore，　their　1ife　game　to　be　badly　off　and　caused

various　scandals，　taking．advantage　of　th．eir　position．　．Kao一メ），2　高撲宙as

among　the　rest．　As　he　was　sent　as　Ch’in－ch’ai－ta－pttian欽差大員to　Sin－

chiang新調，　he　wanted　tQ　make　a　big　profit　by　smuggling　jades　of

Yeh－rh－chia”ng葉爾莞．　In　this　case　took　part　many　persons，　such　as

powerful　othclals，　Hsiang・sh6n郷紳and　res圭dent　hユfluential　persons　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・738一）



Hui－tsu回族．　Moreover，　the　most．remarkable　fact　is　that　the　merchants

in　Shan－si山西，　who　had　the　close　relation　to　the　finance　of　Ts’ing

清，participated　in　the　planning；and　his　most　reliable　persons　were

charged　with　the　planning　and　manageiinent　of　this　smuggle．

　　This　article，　through　the　investigatio／　into　the　Jade－plot，　tries　to

make　clear　the　background　of　the　econom圭。　life　of　Shih－taiプfu士太夫

since　Sblng　一1　period．

Bismarck’s　Policy　for　Acquirement　of　Colonies

a　preliminary　essay　for　the　theoretic　arrangement

by

Jiichi　Nakayama

　　Th．e　fundamental　．que＄tion　in　the　Bismarck’s　policy　for　acquirement　of

colonies　is　how　to　explain　the　fact　that　iia　spite　of　his　statement　against

acquiring　colonies　before　1884　he　completed　five’times’as　large　a　colonlal

empire　as　the　German　Empire　by　a　single　effort　for　a　short　period　from

1884　to　1885，　and　after　the　period　again　did　he　assume　an　indifferent

attitude　to　the　colonial　problems．

　　The　former　bPinionS　about　his　lattitude　could　be　generally　divided　int’o

two　groups；one　is　of　the　opiniOn　that　they　should　find　the　reason　in

his　consideration　to　the　then　home　political　situation　in　Germany，　the

other　in　his　European　policy．　Classifying　them　from　another　point　of

view，　we　can　divide　them　into　two　standpoints；　one　judging　from　his

intention　and　motive圭n　G町mah　acquirement　of　cololユies　alユd　on　the．

contrary　the　other　fgom　the　social　and・　economic　necessity　to　drive

Germany　toward　the　acquirement　of　colonies．

　　This　article，　changi．ng．　our　way　of　classification　in　this　manner，　tries　to

arrange　the　various　interpretations　for　about　a　half　century　past　a’bbut

the　problem　of　Bismarck　and　the　acquirement　Qf　colonies，　in　Whlch　in

the　writer’s・mind　is　the　mutual　．　influence　of　economic　logic　and　political

dynamics，　and・therefore．　this　article　・also　may　be　a　casestudy’about　the

methodology　to　this　troublesome　problem．
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